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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は、１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和４

年第５回美幌町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、７番坂田美栄子さん、８番

岡本美代子さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る６月１３日に、議会運営委員会を開

きましたので、委員長から報告を求めま

す。 

１３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君）〔登壇〕 令和４

年第５回美幌町議会定例会の開会に当た

り、去る６月１３日、議会運営委員会を開

催しましたので、その内容と結果について

報告いたします。 

本定例会に付議された案件は、専決処分

の承認１件、人事案件２件、議案１１件、

意見書案１０件、報告事項９件ほかであり

ます。 

本日６月２１日、第１日目は、まず初め

に町長から行政報告を受けます。 

その後、一般質問に入りますが、通告順

に、藤原公一さん、松浦和浩さん、戸澤義

典さん、木村利昭さんの４名を予定してい

ます。 

第２日目、６月２２日は、前日に引き続

き一般質問を行い、私、馬場博美、伊藤伸

司さん、坂田美栄子さん、岡本美代子さ

ん、上杉晃央さんの５名を予定していま

す。 

第３日目、６月２３日は、前日に引き続

き一般質問を行い、稲垣淳一さん、大江道

男さんの２名を予定しています。 

その後、議会運営委員会及び議会改革・

活性化調査研究特別委員会より、事務調査

結果報告があります。 

その後、議案審議へと入り、同意第４号 

美幌町教育委員会教育長の任命についてか

ら議案第４２号令和４年度美幌町一般会計

補正予算（第２号）についてまでの議案審

議を行い、その後、意見書案の審議、報告

案件などを予定しています。 

次に、本定例会において意見書の提出を

求める要請・陳情を１４件受理しています

ので、その取扱いについて報告いたしま

す。 

特定非営利活動法人日本ウイグル協会か

らの中華人民共和国による人権侵害問題に

対する調査及び抗議を求める意見書採択の

陳情、一般社団法人北海道保険医会からの

補聴器購入補助等の改善をはじめ、難聴

（児）者への支援拡充を求める意見書採択

の陳情、女性スペースを守る会－ＬＧＢＴ

法案における「性自認」に対し慎重な議論

を求める会－からの女性トイレの維持及び

その安心安全の確保を求める意見書提出の

陳情、北海道森林・林業・林産業活性化促

進議員連盟連絡会からの森林・林業・木材

産業によるグリーン成長に向けた施策の充

実・強化を求める意見書提出の要請、北海

道商工団体連合会及び農民運動北海道連合

会並びに新日本婦人の会北海道本部からの

適格請求書等保存方式（インボイス制度）

の導入中止を求める意見書採択の要請、農

民運動北海道連合会からの水田活用直接支

払交付金の見直しの中止を求める意見書採

択の要請、美幌町農民同盟からの食料安全

保障の強化を図る新たな国の予算確保と国
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民への理解醸成を図る意見書提出の陳情、

美幌地区連合会からの２０２２年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書提出の陳

情、地方財政の充実・強化に関する意見書

提出の陳情、義務教育費国庫負担制度堅

持・負担率２分の１への復元、「３０人以

下学級」など教育予算確保・拡充と就学保

障の実現に向けた意見書提出の陳情、北見

民主商工会からの消費税インボイス制度の

実施中止を求める意見書採択の陳情につい

ては、意見書を作成し、国等の関係機関へ

提出することにいたします。 

なお、海事振興連盟からの国民の祝日

「海の日」の７月２０日への固定化を求め

る意見書提出の陳情、辺野古を止める！全

国基地引き取り緊急連絡会からの沖縄を

「捨て石」にしない安全保障政策を求める

意見書提出の陳情、兵庫県井田敏美様から

の中国共産党による臓器収奪の即時停止な

らびに人権状況の改善を求める意見書提出

の陳情については、資料配付の措置といた

しました。 

以上のとおり審議を進めることとし、会

期を本日６月２１日から６月２３日までの

３日間とします。 

審議の進行状況によっては、日程を変更

する場合もありますので、議員及び行政職

員各位におかれましては、御理解と御協力

をお願いします。 

慎重なる審議に皆さんの協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆さんには、真摯

な答弁と対応をお願い申し上げて、議会運

営委員会委員長としての報告といたしま

す。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本定例会の会期を本日

から６月２３日までの３日間としたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は本日から６月２３日

までの３日間と決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、御手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については、省略させていただき

ます。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。 

なお、松本選挙管理委員会委員長、所用

のため本日午後以降、千葉農業委員会会

長、所用のため明日以降欠席の旨、それぞ

れ届出がありました。 

また、本定例会中、議会広報及び町広報

のため写真撮影を行いますので、御了承願

います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

使用を許可しておりますので、併せて御承

知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。 

町長から行政報告があります。 

町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本日、こ

こに令和４年第５回美幌町議会定例会が開

催されるに当たり、御出席を賜りました議

員各位に対しまして、心から感謝いたしま

すとともに、行政報告と提出案件の概要に

ついて御説明を申し上げます。 

行政報告といたしましては、第１に職員
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の人事異動の発令についてであります。 

去る４月１日、職員の人事異動の発令を

行いましたが、今回の異動につきまして

は、畑地かんがい整備事業等の推進を図る

ために農林政策課に主幹職１名を、建設行

政に係る諸問題に対応するため建設課に主

幹職１名を配置したほか、脱炭素対策推進

及び廃棄物処理施設整備事業等の推進を図

るため環境管理課に担当職１名を、病院事

務局体制の充実を図るため国保病院総務課

に担当職１名を増員しました。 

また、定年等による退職者の補充、長期

在任者の配置替え、北海道との相互交流職

員、新規採用並びに再任用に係る職員の発

令を行った結果、全体で８４名の人事異動

となったところであります。 

第２に御寄附についてであります。 

去る５月１６日、有限会社古舘板金工業

所様から７０周年の節目に当たり、図書館

及び学校図書館の図書購入に役立てていた

だきたいと１００万円の御寄附をいただい

たところであります。 

御厚志をありがたくお受けし、御趣旨に

沿って活用してまいりたいと存じます。 

第３に新型コロナウイルス感染症に係る

ワクチン接種についてであります。 

新型コロナウイルスの感染者数は、本年

に入ってから感染力が強いオミクロン株の

影響により全国的に感染が急拡大し、その

後ゴールデンウィークの人流増加に伴い一

時的に増加しましたが、現在は減少傾向に

あります。 

本町における感染者数の状況ですが、５

月８日から５月１４日までの７日間で４１

名、５月１５日から５月２１日までは７１

名の感染者が確認されております。 

感染者を年代別に見ますと、全道平均で

は１９歳以下が３７.８％、２０歳から４９

歳が４３.８％と児童・生徒及び現役世代を

中心に感染している状況となっており、本

町におきましても美幌小学校で感染が拡大

傾向となったため、５月１３日から５月１

７日までの５日間を学校閉鎖とし、感染拡

大防止策を講じたところであります。 

３回目のワクチン接種状況につきまして

は、昨年１２月から接種を開始し、５月１

５日現在の接種終了者は１万２，４９０

人、接種率は７２.７％となったところであ

ります。 

ワクチン接種を希望された方について

は、おおむね接種を終えたことから、民間

診療所における個別接種は４月３０日、集

団接種は４月２４日をもって終了いたしま

したが、国保病院におきましては、引き続

き接種体制を維持しているところでありま

す。 

４回目の接種につきましては、６月から

医療従事者、７月には高齢者施設入居者と

順に接種を進め、接種対象者の方につきま

しては、７月３０日から実施する集団接種

及び８月１日から実施する個別接種により

接種していただくことで進めております。 

集団接種につきましては、しゃきっとプ

ラザを接種会場とし、８月６から７日、８

月１３から１４日を除く毎週土曜日、日曜

日に、個別接種につきましては、町内１病

院、３医院においてそれぞれ実施する予定

となっております。 

引き続き、美幌医師会をはじめ、各方面

の皆様との連携と情報共有を図りながら、

早期に、そして、速やかに接種を行うこと

ができるよう取り組むとともに、検査キッ

トの配付による検査環境の充実、手指消毒

や換気などの基本的な感染対策の徹底を図

り、社会経済活動にブレーキをかけずに、

感染拡大を抑えてまいりたいと考えており

ますので、御理解と御協力をお願い申し上

げます。 

第４に美幌町立国民健康保険病院の医師

確保についてであります。 

このたび、病院見学を終えた外科医師よ

り、国保病院の常勤医師として、令和４年

８月１日付で赴任したい旨の意思表示があ

ったところであります。 
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採用を予定している医師は、和歌山県立

医科大学卒業で、現在、外務省在タジキス

タン大使館で参事官兼医務官として勤務さ

れている松浦一郎医師、５１歳でありま

す。 

松浦医師は、日本外科学会認定外科専門

医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専

門医の資格を有しており、採用後は外科医

師として診療に当たる予定であります。 

今回の採用により、令和４年８月から常

勤医師７名体制で診療に当たりますが、今

後も引き続き地域医療を守り、良質な医療

サービスを提供するため、必要な医師確保

に取り組んでまいります。 

次に、御提案いたします議案等につい

て、御説明申し上げます。 

専決処分の承認について。 

承認第１２号令和４年度美幌町一般会計

補正予算（第１号）については、子育て世

帯生活支援特別給付金給付事業の事務執行

等のため急を要したことから、専決処分を

いたしましたので、御承認を賜りたいので

あります。 

人事案件について。 

同意第４号美幌町教育委員会教育長の任

命については、矢萩浩氏が本年８月３１日

をもって任期満了となることから、引き続

き矢萩浩氏を任命いたしたく、御同意を賜

りたいのであります。 

同意第５号美幌町教育委員会委員の任命

については、小川慶子氏が本年９月２８日

をもって任期満了となることから、引き続

き小川慶子氏を任命いたしたく、御同意を

賜りたいのであります。 

動産の取得について。 

議案第３２号除雪グレーダ（サイドウイ

ング付）については、見積り結果に基づき

取得することについて、議案第３３号各小

中学校用電子黒板一式、議案第３４号各中

学校校務用端末一式については、それぞれ

入札結果に基づき取得することについて、

議決をいただきたいのであります。 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

策定について。 

議案第３５号は、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律に基づき、田中・日並、古梅、

駒生・登栄辺地に係る公共的施設の総合整

備計画を策定しようとするものでありま

す。 

規約の変更について。 

議案第３６号北海道町村議会議員公務災

害補償等組合規約の変更について、議案第

３７号北海道市町村職員退職手当組合規約

の変更について、議案第３８号北海道市町

村総合事務組合規約の変更について、以上

３件については、新規に加入する団体が生

じたことから、規約の変更を行おうとする

ものであります。 

条例の改正について。 

議案第３９号美幌町税条例等の一部を改

正する条例制定については、国民健康保険

税について、新型コロナウイルス感染症の

影響による減免に係る対象年度の変更及び

申請期限の特例を延長するほか、地方税法

の改正に伴う所要の税条例の改正を行おう

とするものであります。 

議案第４０号美幌町介護保険条例の一部

を改正する条例の一部を改正する条例制定

については、第１号被保険者保険料につい

て、新型コロナウイルス感染症の影響によ

る減免に係る対象年度の変更及び申請期限

の特例を延長するものであります。 

議案第４１号美幌町公共下水道設置条例

の一部を改正する条例制定については、特

定環境保全公共下水道の区域について対象

区域を拡大し、美幌町公共下水道事業計画

の変更を行ったことに伴い、排水区の面積

を改正するものであります。 

令和４年度一般会計補正予算について。 

令和４年度美幌町一般会計補正予算（第

２号）については、持続的畑作生産体系確

立緊急対策事業等の実施に伴う農林水産省

の間接補助として７,４５９万１,０００円
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を、新型コロナウイルスワクチンの４回目

接種に伴う関連経費として４，５０１万４,

０００円などの増額を行おうとするもので

あります。 

報告事項について。 

令和３年度予算繰越計算書３件につきま

しては、それぞれ年度内の予算執行が困難

なことから、その全部または一部を令和４

年度に繰越いたしましたので、御報告を申

し上げます。 

一般財団法人美幌みどりの村振興公社に

ついて、令和３年度の経営状況報告書の提

出がありましたので、御報告を申し上げま

す。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、行政報告と提出案件の概要

説明といたします。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） これで、行政報告

を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 一般質

問を行います。 

通告順により発言を許します。 

２番藤原公一さん。 

○２番（藤原公一君）〔登壇〕 おはよう

ございます。 

さきに通告しております、大きく３点に

ついて質問させていただきます。 

まず、地方創生臨時交付金の活用につい

て。 

原油価格高騰・物価高騰への支援策につ

いて。 

長引くコロナ禍に加えて、ウクライナ情

勢をめぐるロシアへの経済制裁などによ

り、原油価格や物価の高騰の影響から生活

者や事業者は、様々な分野で大きな負担を

強いられております。 

さらに、近年のウッドショックや円安の

影響で全ての物価が上昇し、特に低所得者

は大きなダメージを受けております。 

このような状況を踏まえ、政府は原油価

格・物価高騰等総合緊急対策を決定いたし

ました。 

この緊急対策では、自治体の事業を国が

財政支援する新型コロナウイルス感染症地

方創生臨時交付金を充実し、自治体の判断

で地域の実情に応じて様々な事業に活用す

ることができることになっております。 

美幌町として町民の暮らしを守るため、

今回充実された新型コロナウイルス感染症

地方創生臨時交付金をどのように活用され

るのかお伺いいたします。 

次、大きく２点目。 

障がい者支援及び弱者対策について。 

一つ目、ヘルプマーク・ヘルプカードの

周知について。 

義足や人工関節を使用している方、内部

障がいや難病の方、妊娠初期の方など、外

見から障がいの状況が分かりづらい方が、

周囲の方に配慮を必要としていることを視

覚で訴え、援助を得やすくなるよう作成さ

れたものが、赤色で白十字マークとハート

のデザインで表示されているヘルプマー

ク・ヘルプカードです。 

このカードを見かけても、なかなか思い

やりの行動に移すことが難しく、どのよう

な声掛けや配慮が必要なのか、また、マー

クの意味が分からない人がいるのではない

かと思います。 

今後、ヘルプマーク・ヘルプカードの理

解度を高めるため、周知の考えをお伺いい

たします。 

二つ目、町独自のヘルプカードの考えに

ついて。 

ヘルプマーク・ヘルプカードは何らかの

障がいを持ち、外見では分からない方へも

配布されております。 

今回美幌町で導入された申込みバスもー

びーは、自宅の固定電話等を使用し、家の

近くのバス停までバスを呼ぶことができま
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す。 

しかし、病院やスーパーなどから自宅へ

帰るバスを呼ぶ場合、携帯電話を持ってお

らず、意思疎通が苦手な子供や気兼ねして

なかなか人に頼むことが苦手な方は、病院

の窓口やスーパーの従業員等にお願いでき

ないことも考えられます。 

このような場合、申込みバス専用のヘル

プカードがあれば、周りの方も手伝いがし

やすくなると考えます。 

例えば、携帯電話を持っていなくても、

カードに行き先や名前の表示などがあれ

ば、申込みバスもーびーが呼べるような配

慮も必要であると考えます。 

また、「買い物に困っています」などの

言葉の壁にも応用性のあるヘルプカードが

あれば、海外研修生の生活でもコミュニケ

ーションをとることに役立つと考えます

が、美幌町として独自のヘルプカードの導

入の考えについてお伺いいたします。 

三つ目、デジタル障害者手帳の導入につ

いて。 

障害者手帳をお持ちの方より、「障害者

手帳は紙製のため、すぐにぼろぼろになっ

てしまう。また、手帳の形状から利用料の

減免などで提示するのに抵抗を感じる」等

の声をお聞きいたしました。 

デジタル化が進む中、身近にあるスマー

トフォンを利用したミライロＩＤというア

プリがあります。 

障害者手帳の情報をスマートフォンに取

り込むことで、公共機関や商業施設などで

は、障害者手帳の代わりにスマートフォン

を提示すると割引を受けられ、令和３年２

月時点で、ＪＲを含めた全国８８５事業者

で導入されております。 

紙の手帳を提示するより精神的負担が少

なくなり、ぼろぼろになることを防ぐこと

ができます。 

紛失防止の効果も期待でき、気兼ねなく

優待を受けられやすくするためにも、デジ

タル障害者手帳の導入の考えについてお伺

いいたします。 

大きく３点目になります。 

不登校支援について。 

一つ目、不登校児童生徒の支援につい

て。 

美幌町では不登校対策として、「教育相

談室では、教員経験豊かな相談員が、いじ

めや不登校をはじめとした児童生徒の悩

み、家庭での教育など幅広く相談を受けて

います」と、美幌町ホームページに掲載さ

れており、広報等でも周知されておりま

す。 

しかし、この相談窓口に相談したくても

できない人も中にはいるのではないでしょ

うか。 

家庭のプライバシーを相談したくない、

いじめのことを先生に相談したら、陰湿な

いじめが起こるなど、不登校には様々な心

の問題も潜んでおります。 

美幌町として、不登校の把握をどのよう

にされているのか、また、不登校児童生徒

に対してどのような支援をされてきたのか

お伺いいたします。 

二つ目、アウトリーチ型家庭教育支援に

ついて。 

家庭教育は全ての教育の出発点であり、

子供の基本的な生活習慣や豊かな自立心の

育成、心身の調和のとれた発達などを図る

上で重要な役割を担う一方で、核家族化、

共働き家庭やひとり親家庭の増加、地域の

つながりも希薄化し、家庭を取り巻く環境

が変化しております。 

様々な問題を抱え、地域から孤立し、自

ら相談の場にアクセスすることが困難な家

庭など、支援が届きにくい家庭への対応の

重要性が高まっております。 

全国の様々な地域でも同じ悩みを抱え、

それぞれの地域の実情に合わせ工夫を凝ら

し、支援がなかなか届きにくい家庭に寄り

添い届けるアウトリーチ型の家庭教育支援

の取組が進められております。 

美幌町におけるアウトリーチ型の家庭教
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育支援の取組についてお伺いいたします。 

以上３点、質問いたしました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 藤原議員

の御質問に答弁いたします。 

なお、不登校支援については、教育長か

ら答弁いたします。 

初めに、地方創生臨時交付金の活用につ

いて。 

地方創生臨時交付金を活用した原油価格

高騰・物価高騰への支援策についてであり

ますが、政府は、地方公共団体がコロナ禍

において、原油価格や物価高騰に直面する

生活者や事業者の負担軽減を、地域の実情

に応じてきめ細やかに実施できるよう、コ

ロナ禍における原油価格・物価高騰対応分

を創設いたしました。 

これにより、生活に困窮する方々の生活

支援や中小企業者等の事業者支援が可能と

なりますが、本町においては、臨時交付金

として１億１,４１２万１,０００円の配分

があったところであります。 

交付金の活用に当たっては、町民の生活

や町内経済の実態を調査・把握の上、効果

的な支援策を講じる必要があると考えてお

りますが、具体的な支援につきましては、

負担が増している生活者の現状や影響が懸

念される経済団体等との意見交換を踏まえ

た取組を検討し、適宜、議会の御承認をい

ただきながら、町民の暮らしと町内事業者

の活動を守るため、臨時交付金を有効に活

用してまいりますので、御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

次に、障がい者支援及び弱者対策につい

て。 

１点目のヘルプマーク・ヘルプカードの

周知についてでありますが、美幌町では平

成２７年度よりヘルプカードを作成し、配

布を開始しております。 

その作成に際して、美幌町障害者自立支

援協議会での検討を経て行い、美幌町身体

障害者福祉協会をはじめ、民生委員児童委

員及び美幌町社会福祉協議会並びに美幌町

地域包括支援センターなどの支援機関にも

直接説明を行い、町ホームページ、町広報

紙、窓口での周知等を行ってきたところで

あります。 

さらに、平成２９年度からは北海道が作

成しているストラップ型のヘルプマークの

配布を合わせて行っており、現在まで、ヘ

ルプカード及びヘルプマークの両方をお持

ちの方を含め、６５名に配付しているとこ

ろであります。 

今後につきましても、ヘルプカードやヘ

ルプマークを必要とする方への周知だけで

はなく、ヘルプカードやヘルプマークの意

味やそれを受ける際の行動についてなど、

受け手側への周知について、定期的に町ホ

ームページや町広報紙などを用いて周知を

行ってまいりますので、よろしくお願いい

たします。 

２点目の町独自のヘルプカードの考えに

ついてでありますが、現在美幌町が発行し

ているヘルプカードには自由記述欄に「苦

手なこと・できないこと」及び「必要な支

援など」について記入することが可能とな

っておりますが、今後におきまして、活用

しやすいヘルプカードとなるようレイアウ

トを含め、内容について検討してまいりま

すので、御理解をお願いいたします。 

３点目のデジタル障害者手帳の導入につ

いてでありますが、障害者手帳は法律に基

づき北海道が発行しているものであり、美

幌町が独自の手帳を発行することは考えて

おりません。 

しかし、２０１９年の法改正により、障

害者手帳のカード化が可能になったところ

であり、北海道におけるカード化に関する

検討状況などについて注視しているところ

であります。 

また、障害者手帳がカード化されること

で、カードとアプリの互換性を活用し、割

引や減免等を受ける際の証明として利用で
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きる点など、アプリの活用方法についても

研究してまいりたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君）〔登壇〕 藤原議

員の御質問にお答えいたします。 

御質問の１点目、不登校児童生徒の支援

についてでありますが、不登校児童生徒の

定義は、何らかの心理的・情緒的・身体的

あるいは社会的要因・背景により、登校し

ないあるいはしたくともできない状況にあ

るために年間３０日以上欠席した者のう

ち、病気や経済的な理由による者を除いた

ものとされており、各学校において児童生

徒の欠席理由を聞き取りした中で、不登校

を把握しているのが現状であります。 

不登校の児童生徒は全国的にも年々増加

傾向にあり、美幌町においても令和２年度

に１７人であったものが、令和３年度では

２８人と増加しており、コロナ禍において

休みが続き、生活リズムの乱れがきっかけ

になったことも要因と見られております。 

不登校の児童生徒、その保護者に対して

は、担任教諭からの電話連絡や家庭訪問の

実施、教育相談室やスクールカウンセラー

の相談につなげることなどで対応しており

ます。 

また、登校できない期間が長くなってし

まうと、なかなか学校に行くことが難しく

なってしまうため、教育相談室のサテライ

ト教室により、悩みごと相談や学習、運動

など児童生徒のサポートを実施しておりま

す。 

中には、こちらから家庭訪問することや

１人１台端末を活用し、サテライトで児童

生徒と学校をつないで授業を受けるなど、

支援を行っております。 

不登校にならないためには未然防止が重

要でありますので、日頃から児童生徒の積

極的な見守りや声掛けを行い、相談活動に

つなげており、早期発見・早期対応のた

め、児童生徒の少しのサインを見逃さない

よう初期対応に重点を置き、家庭と連携を

密にして取り組むよう引き続き各学校へ指

導してまいります。 

２点目のアウトリーチ型家庭教育支援に

ついてでありますが、全国的には様々な取

組が進められている状況にあり、取組事例

を見ますと、地域の実情に応じた多様な手

法ということであるため、本町における取

組状況としましては、北見市に開設されて

おりますオホーツク学習センターふくろう

では、北海道の委託を受けてオホーツク管

内の１５町村を対象として学習支援が実施

されているところであります。 

今後におきましては、アウトリーチ型家

庭教育支援については、関係部局ともしっ

かりと情報を共有しながら、必要な支援策

を検討してまいりたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。 

以上、お答え申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） それでは、順次再

質問をさせていただきたいと思います。 

まず、地方創生臨時交付金から質問させ

ていただきたいと思います。 

町民の生活や町民経済の実態調査・把握

の上、効果的な支援策を講じる必要がある

と考えております。具体的な支援策につい

ては、負担が増している生活者の状況や影

響が懸念されている経済団体との意見を踏

まえた取組を検討しておりますとの答弁で

ありました。 

今回、原油価格・物価高騰対策に関する

緊急要望を、私も所属しておりますいちい

の会で、町長不在でしたが、副町長に提出

させていただきました。 

要望書は、町民の声を聞き、経済的に本

当に困っている個人や事業者の意見を取り

まとめた要望７項目を上げさせていただき
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ました。 

当然、国からの直接支援策が打ち出され

たものもありますが、町長は我々会派で要

望を上げたものに対して、今後どのような

判断をされているのか、まずお伺いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 藤原議員を含めた

いちいの会の皆様から、今、御説明をいた

だいた緊急要望ということで、中身を拝見

させていただいております。 

７項目ということでありますけれども、

その希望された項目は全てそのとおり実施

しているかというと、そういうことでは今

考えてはおりません。 

ただ、今後皆さん方に御説明する内容に

おいては、この中に該当するものも出てい

るかと思っております。 

いずれにしても、基本的には答弁申し上

げた内容について、そのことをしっかりと

押さえた中で、対応していく考えでありま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） それでは、次に、

教育長に質問させていただきたいと思いま

す。 

物価高騰により食材費の値上げが続いて

おります。 

食材費購入にダメージがある給食費の値

上げについて、値上げの判断に今後なろう

かと思いますが、千歳市で給食費を上げな

いために、おかずの量を減らすとの新聞報

道も一部されております。 

美幌町として、今後食材費が上がっても

値上げしませんと約束していただけると、

学校に通う保護者の方の安心につながると

思います。 

教育長、給食費の値上げはしないという

ことをここで言っていただけると保護者の

方は安心すると思いますが、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいま給食費

の御質問がございましたけれども、給食費

は議員おっしゃるように、物価高騰により

非常に大きな影響があると認識しておりま

す。 

しかしながら、結論から申し上げます

と、現時点で今年度においては値上げする

ことは考えていないという状況でございま

す。 

また、例えば様々な工夫であるとか、あ

と財源の活用策等、種々検討していきなが

ら、執行に努めてまいりたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 千歳市の例を挙げ

ましたけれども、子供が成長期にあります

ので、おかずの量を減らすことのないよう

に今後もお願いしたいと思います。 

次に、苫小牧市の地方創生臨時交付金を

活用した取組がすごく参考になると思いま

すので、少し紹介させていただきたいと思

います。 

苫小牧市では、食材費などの値上げにつ

いて物価上昇率３.４％分を食材費購入に充

て、学校給食費の値上げを改定しないこと

が、今回の議会で決定されております。 

貨物運送業者に対しては、大型自動車及

び中型自動車１台当たり４万５,０００円、

普通自動車、軽自動車は１台当たり２万円

を交付、１事業者当たり２００万円上限

で、７月から申請を受付開始。バス、タク

シーは、路線バス事業者１台６万５,０００

円、タクシー事業者１台３万５,０００円、

運転代行１台２万円。 

また、物価高騰を受けた生活者や事業者

支援として、水道料金基本料１回（２か月

分）の減免が決定されております。 

事業継続支援金では、３年前と比べ売上

げが３０％以上減少した月がある事業者に

加え、１０％以上減少した農漁業者が対象



 

－ 12 － 

給付額１０万円など、支援策が決定されて

おります。 

当然、苫小牧市と人口規模も違うので、

一律同じような政策にはならないと思いま

すが、苫小牧市は今回市長選があったの

で、その前にやろうということでスピード

感を持って議決されたと思います。本当に

スピード感を持って苫小牧市は取り組んで

おります。 

また、前回から行っております美幌町の

プレミアム商品券について、町民の方から

このような御意見をいただいております。 

プレミアム商品券は率がいいので本当は

購入したいが、年金生活であり、購入資金

がなく、買いたくても買えないというお話

を受けております。 

プレミアム商品券の率分を生活困窮者に

無料で配布できないのかという御意見をい

ただいております。生活弱者と言われる方

には、本当に切実な問題だと思っておりま

す。 

また、トラック事業者を訪問したときに

言われたのが、軽油の値段は上がる一方

で、それをなかなかお客に反映しづらい

と。 

また、働き方改革と言われ、２時間運転

をしたら１５分休まなければいけないの

で、残業もなかなかさせられないと。 

運転手の雇用に今後しわ寄せが来ている

と、このようなお声もお聞きすることがあ

ります。 

本当に経営に影響があるということが、

今回の物価高騰によりうかがえます。 

経済団体などの意見も大事なのですけれ

ども、答弁でも最後言われております、町

民の暮らしと事業者の活動を守るため、１

番苦しんでいる人・世帯に手厚い支援が行

き渡るように要望いたしますが、この質問

の最後にいたします。 

町長、定例議会終了後に詳しい説明があ

るとお聞きしておりますけれども、今回の

町長の交付金に対してのお考えを再度お聞

きしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回の交付金をど

のような施策に使って、どのような施策を

行うかということであります。 

私もそれから私どものスタッフも報道等

見ながら、全道の状況を皆さんと把握をし

ております。 

ですから、各自治体がそれぞれで実施し

ている項目、そのことに対していい、悪い

という論議は全くする必要がないと私は思

っています。 

ただ、何度も繰り返しますけれども、今

回生活支援それから産業支援という大きな

二つの流れの中で、しっかり皆さんと協

議、意見をいただいた中での結論として、

いただいた国の予算の中に私どものお金を

上乗せしたとしても、これとこれだけに今

回は限定させていただくという御説明にな

ると考えております。 

いずれにしても、本当に手の届かないと

ころまで目配りができればいいのでしょう

けれども、なかなかそうもいかない部分も

あって、その辺は御理解いただきたいと思

っています。 

しっかり対応したいと思います。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） しっかり町民の方

に本当に行き渡るような施策をお願いした

いと思います。 

この質問を終わります。 

次に、障がい者支援及び障がい者対策に

ついて質問させていただきたいと思いま

す。 

最初に、ヘルプカードの周知についてか

ら質問させていただきたいと思います。 

美幌町でのヘルプカード・ヘルプマーク

合わせて６５名との答弁でありました。 

現在、美幌町で障害者手帳は何人配付さ

れているのか。 

また、療育手帳交付者、精神保健福祉手
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帳配付者の内訳を教えていただければと思

います。 

○議長（大原 昇君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 御答弁い

たします。 

令和４年４月現在の実績でありますけれ

ども、身体障害者手帳については９５９

人、療育手帳につきましては２５２人、精

神保健福祉手帳については１３４人、この

ような内訳となっております。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 障害者手帳は１

級、２級、３級、４級、５級、６級まであ

るので、９５９人の内訳の中で５級、６級

の方ぐらいであれば多分外出できるのかと

思うのですけれども、こういう方が何人い

るのか。 

まず、５級、６級で何人いるのか教えて

いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 身体障害

者手帳９５９人でありますけれども、１級

から６級までの内訳は申し訳ございませ

ん。ただいま、手元に資料がございません

ので、後ほど回答したいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） いいです。 

ちなみに、精神保健福祉手帳交付者が１

３４人おられるという御答弁でありまし

た。 

少なからずこの１３４人いる中で、先ほ

どの答弁の中で６５名という数字、普及率

がすごく悪いのではないかと思うのですけ

れども、これ何か原因があるのかと考えて

いるのか。 

この普及率の悪い理由のようなものが、

もしあればお教えいただければと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 御答弁い

たします。 

実際にヘルプマークにつきましては、外

見から分かりにくいと。周囲の方の配慮が

必要でして、援助をすることが目的となっ

ております。 

ただし、障害者総合研究所、こちらが実

施しましたアンケート調査によりますと、

実際にマークを配付してつける方が、利用

時の周囲の反応が気になるですとか、認知

不足によりまして役に立たないという結果

につきましても、多くの方が回答している

ような状況にございます。 

こちらにつきましても、最初の答弁で申

し上げましたとおり、周知が徹底されてい

ないということも十分原因になるかと思い

ますので、使われる方、それから受け手の

方が、より多くの町民の方々がヘルプマー

クを理解するように、繰り返しになります

けれども周知を図ってまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 同じような質問に

なるかもしれないのですけれども、今回ヘ

ルプマークの質問をさせていただいており

ます。 

このヘルプマークの存在というのは、手

帳を配付されているという方は理解されて

いるのかどうか、御答弁いただければと思

います。 

○議長（大原 昇君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 実際にこ

のヘルプマークにつきましては、平成２９

年からヘルプカードと一緒に配布をしてい

るものでございます。 

理解されているのかという質問に対して

は、ある程度理解はされているかと思いま

す。 

ただし、こちらにつきましては、手帳を

持っている方が強制的に身につけるもので



 

－ 14 － 

はありませんし、任意でお持ちになるよう

なこともあると思います。 

繰り返しですけれども、なかなかその制

度を十分理解されていない、周知がまだ不

足されているというようなこともありま

す。 

例えば、身体障害者手帳を申請します

と、北海道で交付されますけれども、実際

に窓口で申請された方に手渡しができるサ

イン、パンフレットなどで再周知を行うな

ど、これからも引き続き周知方法の工夫を

行ってまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 次に、認知症の方

への配布というのは可能なのか。 

今回、障害者手帳というのは、先ほど私

も質問したとおり、身体に何か影響のある

方に配布されておりますけれども、認知症

の方はこの手帳には当てはまらない方が

多々いると思うのです。 

というのが、認知症の方で家に帰れない

という方も中にはおられますので、そうい

う方にも配布というのが必要なのかと思い

ますけれども、美幌町では認知症の方への

配布というのはどのように考えているのか

お伺いします。 

○議長（大原 昇君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 今回ヘル

プマークにつきましては、障がいをお持ち

の方という趣旨があるかと思います。 

議員からお話がありましたとおり、認知

症を持つ方、例えば美幌町に帰られなくな

るという部分もあるかと思います。町内で

も認知症の高齢者数は年々増えている状況

にございますので、障がいをお持ちであ

る、ないにかかわらず、援助や支援が必要

な方に対して、身につけることによって周

りの方が気づいて、いろいろな対応ができ

るという趣旨であるかと思います。手帳が

ない認知症高齢者の方の配布についても可

能でありますので、そちらについても併せ

て周知を行ってまいりたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 町独自のヘルプカ

ードというのも次の質問にありますけれど

も、認知症の方も例えば自分の住所とか帰

れなくなったであるとか、そのような意思

表示ができるようなものもあればと思って

おりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

次に、ヘルプマークのことについて、も

う１点だけ質問させていただきたいのです

けれども、ヘルプマーク及びヘルプカード

の普及啓発に関する本町の考え方と今後の

取組については、さきに答弁していただい

ていますように、今後定期的に町のホーム

ページや町広報などで周知を図っていきま

すとのことです。 

先ほど課長も周知が大事だということも

言われておりますので、地域包括支援セン

ターの方とか社会福祉協議会の方のお力を

借りて、まち育講座でも何でもそのような

ことも利用しながら、このヘルプカードと

かヘルプマークの意義について、今後説明

していくということのお考えがないのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） ただいまの御

質問でございます。 

現在、行政とか民間団体等々によりまし

て、各種障がいのある方に関するマーク、

ヘルプマークに限らず、多岐にわたって設

けられている現状にございます。 

その中で、例えば聴覚障がいのある方が

運転する車につける聴覚障害者標識、補助

犬マーク等々の様々なマークがあるわけで

すけれども、これらのマークは障がいのあ

る方への支援の必要性を求めるということ

と、併せて障がいのある方への理解を促す

ものであると認識するところであります。 
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周知、理解の促進マークの普及等につき

ましては、行政が率先して行うことはもち

ろんでございますけれども、広く深く進め

ていくためには、関係団体による実践に加

えまして、何よりも住民の皆様にそのマー

クに対して関心を持っていただくことが重

要かと思っております。 

当然、私どももホームページ等々の媒体

を含めて周知はしてまいりますけれども、

そのような考えの中で周知が１番広まるの

は口伝えではないのかと思っております。 

例えば自治会ですとか、サークルですと

か、そのような身近なところから話題に上

げていただきながら、広げていくのも一つ

の手法ではないかと思っているところであ

ります。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） この間、小学校で

障がいをお持ちの方が不審者と間違われる

ことがありました。教育長も多分御存じだ

と思います。 

その障がいをお持ちの方は、ヘルプカー

ドを身につけていないために、不審者に間

違われております。 

教育長にお伺いしたいのですが、学校に

おいてこの障がい者に対しての学習や差別

の偏見など、教育現場というのは、今回の

ヘルプマークについてもですけれども、ど

のような周知をしているのかお伺いしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまの御質

問でございますが、全ての学校ということ

でございませんけれども、例えば総合的な

学習、このようなところで福祉について学

ぶという学校がある状況でございます。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 先ほどの障がいを

お持ちの方も、このヘルプマークを身につ

けていて、ヘルプマークの普及が進んで、

そのような理解が進んでいれば、このヘル

プマークの意味を理解している方、そのよ

うな方がそばにでもいれば不審者に間違わ

れるということはなかったと思います。教

育現場も含めて、このヘルプマークの重要

性というのを教えていただければと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

次に、ヘルプマークと併用して妊産婦の

方への配慮として、マタニティーマークと

いうのがありますけれども、美幌町として

はどのように配布されているのかお伺いし

たいと思います。 

今の質問は後日でいいです。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） ちょっと時間もな

いので、次に、町独自のヘルプマークにつ

いて質問させていただきたいと思います。 

先ほどのヘルプカードは、何らかの障が

いをお持ちの方で支援策が必要な方が持つ

ものであります。 

デジタル化に取り残されている携帯を持

たない弱者について、町独自のヘルプカー

ドについて質問したつもりなのですけれど

も、うまく私の質問が伝わらなかったよう

で、再度説明させていただきたいと思いま

す。 

障がい者などに属さない方への配慮とし

ての質問になります。 

今回、美幌町で利用状況も順調な申込み

バスもーびーについてであります。質問し

たとおり、自宅では固定電話があったり、

近所の顔見知りの方がもーびーを呼んでい

ただくことができるのですけれども、帰り

のもーびーが携帯を持たないがために、そ

れを呼ぶことができない。また、知り合い

の方がそばにいてくれたら心強く頼むこと

ができると思いますが、私みたいに口下手

で人見知りの方は、私も経験がありますけ

れども、もじもじして、心臓がどきどきし

ながら、勇気も出せず声をかけられないで
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いることが、１０代の頃は度々ありまし

た。 

誰か知らない人に声をかけるということ

は大変勇気の要ることです。 

そこで、町独自でそのような人を助ける

ために、カードに最寄りのバス停名があれ

ば頼みやすいのでは。また、私も社会福祉

協議会の移送サービスのお手伝いをしてい

るときに、病院のバス停の前で、循環バス

運行時間が終わってから立ち続けている人

を見かけましたので、声かけをさせていた

だき、もーびーを呼んであげた経緯があり

ます。 

首からかけて何か困っているのだと一目

で分かるようなもの、また、声を発しなく

てもカードを見せることで伝わるようなも

のがあれば、その方は大変便利に利用でき

るはずです。 

また、朝循環バスに乗って病院まで着き

ました。そして、バスを呼べないので歩い

て帰ってきたというお話も聞いておりま

す。 

このような方のためにも、独自のヘルプ

カードという表現がいいのか、助けてカー

ドという表現がいいのか分かりませんけれ

ども、再度、導入についての考えをお聞き

したいと思います。 

○議長（大原 昇君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 現在作成

しておりますヘルプカードにつきまして

も、ぎゅうたろうを入れたり、独自のヘル

プカード、独自のオリジナルカード内容と

なっております。 

中身につきましても、用途、自由記載

欄、苦手なこと、できないことなど最初か

ら印刷がしてありまして、そこにできない

ことを書くという内容になっております。 

今回御質問いただいたとおり、バスの関

係ですとか、いろいろな部分あるかと思い

ますけれども、例えばその用途ごとに５

枚、１０枚と複数作成することで、かえっ

て混乱を招くような場面も生じるのではな

いかと考えております。 

ですので、まずは独自のオリジナルカー

ドという今のヘルプカードがございますの

で、こちらについて支援内容など自由に書

けるような部分のレイアウトなど、活用し

やすいカードとなりますように変えていき

たいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） バスに限ってのカ

ードという部分でいうと、本当に有効的な

のかと思います。 

例えば、もーびーを呼べるバス停の下の

ほうにでもいいのですけれども、病院であ

れば国保病院の窓口に来てくださいという

表示があれば、そのカードを持っていなく

てもそのような記載の表示があれば、そこ

に行くことができると思うのです。 

ただ、今のバス停であれば、どこに頼ん

でいいのか分からないという状況が多分あ

ると思うのですけれども、バス停に表示の

考えがないのかどうかをお聞きしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） ヘルプカ

ードということで、申込みバスもーびーに

限ったという御質問かと思います。 

まず、新たなもーびー、今運行されてお

りますけれども、当然多くの方が気軽に御

利用いただけることを考えまして、町内の

病院、医院、大型店舗、ドラッグストア、

ホームセンター、そのようなところにお困

りの方がおりましたらもーびーへの申込み

のお手伝い、そのようなこともしていただ

けるような依頼を運行に先立ちまして町か

らもさせていただいてございます。 

その中で、お願いさせていただきました

それぞれの事業所からも、これまでもタク

シーを呼ぶ際にも同様のお手伝いをさせて

いただいているので、同じようにもーびー

につきましても、引き続きそのようなお手
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伝いは積極的にさせていただきたいと。 

そのようなことで、それぞれの店舗、病

院などでの対応につきましては、御協力を

いただく旨の確認がとれているというとこ

ろでございます。 

今、藤原議員からいろいろな御提案もご

ざいました。当然ながら、その意思表示、

意思疎通の難しい方もいらっしゃると十分

認識してございます。実際に、そのような

方の御相談もお受けしているような事実も

ございます。 

その中で、町としましてもどのような形

がいいのか、その方とも十分協議、相談を

した中でアイデアをそれぞれ出し合って、

その方が自主的にそのようなカードを作成

して利用されている経過も実際ございま

す。 

もーびーの利用に限って言いますと、こ

のようなニーズについて今後もしっかり把

握した上で、利便性の向上を図るために、

町としての役割、その取組につきまして、

引き続き十分検討していきたいと考えてお

りますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 町民の方が困らな

いような施策を今後実施していただければ

と思います。 

時間も迫っておりますので、次の質問に

移りたいと思います。 

デジタル障害者手帳の導入について、再

質問させていただきたいと思います。 

この質問に対しても、私の質問の内容が

悪かったのか、よく理解されていなかった

ようなのですけれども、さきのデジタル化

の部分と反対のことを言ってるような気が

します。私の質問にあったミライロＩＤと

いうのは、スマートフォンに障害者手帳や

療育手帳、精神保健福祉手帳などを取り込

むのは無料でできるものであります。 

行政側はスマホに取り込んだデータを確

認することで、公共施設の割引を受けさせ

ていただくように働きかけをしていただく

だけのことなのですけれども、その中には

公共施設のみならず申込みバスや路線バ

ス、ハイヤー会社などの理解も必要になっ

てきます。 

しかし、利用者も無料ですし、導入事業

者も無料であります。 

質問させていただきましたが、公共施設

や公共機関の割引を受ける際、手帳を見せ

なければなりません。 

個人情報を見られる手帳所有者の心理的

負担や手帳を確認する側の手間も軽減する

ことができると思っております。 

また、このミライロＩＤは飲食店などで

使うクーポンや障がい種別に応じた生活に

役立つ情報配信も実施されております。 

私の質問にもありましたとおり手帳は紙

なので、先ほど違う手帳も出てくるような

ことも言っておりましたけれども、手帳は

紙なのでぼろぼろになってしまうと。 

精神保健福祉の方は、手帳をすぐ紛失し

してしまうということがないように、スマ

ホで手帳を管理するということが大事だと

思っております。 

ミライロＩＤを幅広く活用していくべき

と強く申し上げますけれども、答弁の最後

に活用方法を研究していくとありますが、

研究することなく公共施設等でスマホを見

せて、理解してくれるだけのような気がし

ます。このことについて再度御答弁いただ

ければと思います。 

○議長（大原 昇君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） まず、先

ほど御質問ありました身体障害者手帳の軽

度の部分の級別、内訳でありますけれど

も、５級につきましては今日現在１０７

名、それから６級につきましては８８名と

なっております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 身体障害者手
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帳のスマホへの導入のお話いただきまし

た。 

ミライロＩＤ、いろいろ調べてみました

ところ、様々な業者、業種を増やしている

という状況にあります。 

なおかつ、総務省、厚労省もそのアプリ

に関与しているような情報も見受けられま

す。 

そのような中で、現段階ではその申請を

する上で、マイナンバーカードとの連携を

今進めているということで、将来像として

はスマホの中にマイナンバーカードにある

電子証明書を取り込み、それで正規な電子

化を目指しているという情報もございま

す。 

ですので、今後そのミライロＩＤで多分

進んでいくのではないかと思っております

けれども、国とアプリ会社の進行状況を鑑

みながら、本町としましてもどのような働

きかけをしていけばいいか検討していきた

いと思っておりますので、よろしくお願い

します。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） このミライロＩＤ

は、北海道ではちょっと少ないのですけれ

ども、本州ではこれを導入している自治体

もかなりありますので、先進的な事例も参

考にしながら、今後美幌町も取り組んでい

ただければと思います。 

時間もなくなってきたので、不登校の支

援について質問させていただきたいと思い

ます。 

答弁にありましたけれども、コロナ禍に

おいて生活環境の乱れなどから不登校にな

る原因、要素も現在ながらありだと思って

おります。 

教育委員会で不登校の要因はどこまで把

握されているのかお伺いします。 

また、この不登校について、いじめが原

因のものはないのか、先にお伺いしたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 不登校の原因で

ございますが、１，０００人不登校の児童

生徒がいれば、やはり理由は１，０００通

りだとされております。 

その中には議員おっしゃるようにいじめ

といいますか、人間関係が原因の子も一定

程度いるかと認識しているところでござい

ます。 

また、コロナ禍のお話がありましたけれ

ども、昨年度の状況でありますが、令和２

年度に学校の一斉休校等ありました。 

このようなとき、昼夜逆転になるである

とか、学校が休み明けで久しぶりに友達に

会うと、人間関係がまたゼロから始まると

いうような様々なつらいところがあるとお

話を聞いております。 

これらの対応につきましては、何といっ

ても早期発見、早期対応だと認識してお

り、しっかりと対応していきたいと思って

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） ３０日以上登校が

ない児童生徒というのは、３年度では２８

人との答弁でありました。 

小学校児童と中学校生徒の不登校２８人

の内訳というのを、もし差し支えなければ

教えていただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ２８人の内訳で

ございますが、小学校で８名、中学校で２

０名という状況でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） スクールソーシャ

ルワーカーとかスクールカウンセラーは美

幌町で現在何人活動されていて、また、そ

の人数で２８人全ての児童生徒がカバーで

きているのか、関わりを持てているのか、

まず状況をお伺いしたいと思います。 
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○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

スクールカウンセラーを配置しておりま

すけれども、全部で３名配置をしておりま

す。 

毎日ではありませんけれども月２回。 

それぞれこの方たち、ほかの自治体の勤

務もされていますので、最大限で月２回そ

れぞれは回っていただいていると。 

この中には児童生徒もいますし、保護者

もいたり、教員も相談されております。 

場合によっては、この不登校の２８名に

つきましても、そのスクールカウンセラー

が家庭に出向いてお話を聞いたりというこ

とをしているというのを把握しておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今３名という御答

弁でありましたけれども、この２８人の中

で３名という体制が全て賄えているか、こ

の体制が望ましいというお考えなのかどう

かだけ。お願いします。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 現状において

は最大限配慮しておりますので、望ましい

かと言われましたら、もう少し多いほうが

いいのでしょうけれども、実際にこのよう

なスクールカウンセラーの成り手がいない

というのが道内の状況であります。 

そういう意味で、美幌町として３人確保

できたのはいいほうかと思っておりますの

で、今後も協力いただけるスクールカウン

セラーがいれば、１人でも２人でも多く獲

得はしていきたいという考えでございま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 不登校の部分でい

いますと、３０日以上登校がない生徒の把

握というのは、先ほどの答弁で理解したと

ころなのですけれども、３０日に満たない

不登校予備軍のような児童生徒の把握とい

うのはされているのか、御答弁いただけれ

ばと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） ３０日未満の

欠席者につきましても、それぞれ学校で把

握をしている状況でございます。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 予備軍というの

か、３０日未満の生徒というのも今後不登

校につながるという要因を絶対持っている

はずなので、この辺のフォローもしっかり

と進めていただければと思います。 

令和元年１０月２５日に文科省は、不登

校児童生徒への支援の在り方について通知

されております。 

その中で、不登校児童生徒への支援に対

する基本的な考え方が、学校教育の意義、

役割には、抜粋になりますけれども、不登

校児童生徒への支援については児童生徒が

不登校になった原因を的確に把握し、学校

関係者、家庭、必要に応じて、関係機関が

情報共有する、社会的自立へ向けて進路の

選択肢を広げる支援をすることが重要であ

ると。 

さらに、既存の学校教育になじめない児

童生徒については、学校としてどのように

受入れていくのかを検討し、なじめない要

因の解消に努める必要があると。 

また、児童生徒の才能や能力に応じてそ

れぞれの可能性を伸ばせるよう、本人の希

望を尊重した上で、場合によっては教育支

援センターや不登校特例校、ＩＣＴを活用

した支援フリースクール、夜間学校などの

様々な関係機関を活用し、社会的支援を行

う際、フリースクールなどの民間施設やＮ

ＰＯなどの積極的連携を相互に協力し、補

完することの意義は大きいという文面があ

ります。 

答弁では、サテライト教師による悩み相
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談や学習、運動など児童生徒のサポートを

実施しておりますとあります。 

不登校から学校に通えるようになったと

か、例えば学習には抵抗があるけれども部

活だけなら参加しているとか、いろいろな

支援があると思いますが、サテライト教室

に通われて、普通に学校に通学できるよう

になった生徒がおられるのか現状をお伺い

したいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

実際サテライトに通っておりまして、翌

年度から登校でき、卒業したという例もご

ざいますので、十分機能していると考えて

おります。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 時間も迫ってきま

したので、次の２点目のアウトリーチ型家

庭教育支援について、質問させていただき

たいと思います。 

先ほどの文科省の話もありましたけれど

も、フリースクールについての意義が大き

いと言われております。 

答弁には、オホーツク学習支援センター

ふくろうが受入れているとのことですけれ

ども、現在美幌町から何人の方がふくろう

を利用されているのかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） ただいま

のふくろうの利用者ということでございま

すけれども、今年度におきましては美幌町

から３名の方が利用されていると聞いてお

ります。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今回の不登校児童

生徒に対しては、学習環境がいろいろな選

択肢があってもいいと思っております。 

美幌町においても本年４月より、ゆめと

こスクールが開設されました。 

６歳から１８歳を対象とされてのフリー

スクールが開設されております。 

今後、官民協力での支援も必要と思われ

ておりますけれども、美幌町のフリースク

ールとの今後の連携協力の考えについてお

伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 先ほどお話あり

ました教育機会確保法、こちら２０１７年

に施行されているところでございます。 

こちらではやはり児童生徒に対する多様

の学びの場を尊重しようということでござ

います。 

この法の趣旨に沿った中で、美幌町教育

委員会といたしましても、そのような様々

な事業者と情報共有連携をしてまいりたい

と思っております。 

いずれにいたしましても、児童生徒さら

には保護者に対して寄り添った支援を行っ

ていくということが何よりでありますの

で、しっかりとこれを進めていきたいと思

います。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） このアウトリーチ

型の支援というのは、人員的にも時間的に

もなかなか難しい課題でもあります。 

本当に幅広い考え方もありますので、家

庭を含めた社会につなげていく必要もあり

ます。 

地域においても包括的な支援も重要であ

ります。 

関係部局ともしっかり情報共有しなが

ら、支援策を検討してまいりたいとの答弁

をいただいております。 

今後、児童生徒１人も残さない施策を望

み、私の質問を終わります。 

ありがとうございました。 

○議長（大原 昇君） これで、２番藤原

公一さんの一般質問を終わります。 
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暫時休憩します。 

再開は１１時４０分といたします。 

午前１１時２９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時４０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君）〔登壇〕 それで

はさきの通告のとおり、本日は大きく２項

目質問いたします。 

まず１点目、公営住宅の建替え計画など

についてであります。 

ここは五つに分けて質問していますの

で、まず一つずつ質問します。 

まず１点目、仲町団地を建替え計画にて

３０戸を現在地、３０戸を旭団地に建設す

る理由とその効果についてであります。 

仲町団地は病院、医院に近く、入居者は

高齢者の割合が高いと思われますが、なぜ

現在地より病院に遠い地区に建替えるのか

お伺いします。 

また、この計画での効果はあるのかお尋

ねします。 

２点目、仲町団地における現入居者の意

向確認についてであります。 

現在地での生活環境が変わることに入居

者との合意確認は行ったのかお伺いしま

す。 

また、どのように行ったのかもお伺いし

ます。 

３点目、空室が発生している南団地、美

富団地についてであります。 

４月１８日現在、南団地は４０戸、美富

団地は２４戸の空室が発生してますが、空

室対策はどのように行うのかお伺いしま

す。 

また、美幌町全体の公営住宅の戸数計画

についてお伺いします。 

４点目、美園団地の建替えと借上げ公営

住宅の推進についてであります。 

美園公営住宅についても建替え等の計画

がありますが、美幌町の公営住宅の戸数、

維持経費と入居者推定から、街中での借上

げ公営住宅での対応は可能であると考えま

す。 

町民有志の方より借上げ公営住宅建設計

画の推進の要望がありますが、どのように

取り進めているのかお伺いします。 

５点目、公営住宅の経年劣化による家賃

減額についてであります。 

旭団地と美園団地の家賃の差が多額とな

っていますが、発生している根拠として建

設費の総額からの算定なのか、経年劣化、

いわゆる減価償却を踏まえた算定によるも

のなのかお伺いします。 

また、各団地の家賃の算定はどのような

基準なのかをお聞かせ願います。 

さらに、建替え後における美園団地の家

賃は値上がりすることになるのかお伺いし

ます。 

以上、公営住宅については大きく５点。 

続きまして、住宅リフォーム促進につい

てであります。 

住宅リフォーム促進補助金について、２

項目に分けて質問します。 

まず１点目、制度継続と再度の利用につ

いてであります。 

住宅リフォーム促進補助金については、

平成２３年３月の制度導入により今年で１

２年目となりますが、この間、多くの町民

に利用されています。 

当初に利用した方は既に１２年目を迎え

ており、同じ箇所や他の箇所の改修が必要

と聞いております。 

同じ住宅や同じ申請者での再度の利用が

必要であると思いますが、このリフォーム

促進補助金制度の見直しの検討についてお

伺いします。 

２点目、工事限度額５０万円の撤廃と住

宅設備改善事業助成との統合についてであ

ります。 

リフォームの補助限度額は工事が５０万
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以上となっていますが、多額の資金に対応

できない場合や高齢者や障がい者にとって

必要な改修費が５０万以下の場合もありま

す。 

リフォーム補助率は総額の２割となって

いますが、高額資金を利用される方には高

額の補助であり、資金に余裕のない方との

平等性はあるのかお伺いします。 

また、住宅設備改善事業助成との統合を

図り、定額からのリフォーム補助制度への

検討は考えられないのかお伺いします。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 松浦議員

の御質問に答弁いたします。 

公営住宅の建替え計画などについて。 

公営住宅の建替え計画につきましては、

令和４年３月策定の美幌町公営住宅等長寿

命化計画により、今後１５年間の公営住宅

の整備方針を定めたところです。 

建替えに当たっては、管理戸数が大幅に

変更となることから、団地ごとの管理戸数

について検討、見直しを行いました。 

１点目の仲町団地を建替え計画にて３０

戸を現在地、３０戸を旭団地に建設するが

理由と効果についてですが、仲町団地は老

朽化が進んでいることから、優先して建て

替えを行う必要があると考えております。 

仲町団地は高齢者のみならず、いろいろ

な世代の方も住んでおり、日常生活に必要

な施設は必ずしも医療施設のみではなく、

買い物などに便利な異なる周辺環境を希望

する方もいることから、旭団地に１棟３０

戸を建設する予定であります。 

また、仲町団地の建替えに当たっては、

仮住居の受け皿が必要であり、現在、旭団

地に最も入居希望者が多く、利便性の高い

地域として事業完了後も一定の入居の希望

があるものと考えております。 

２点目の仲町団地における現入居者の意

向確認についてですが、美幌町公営住宅等

長寿命化計画作成に当たり、公営住宅にお

住まいの方々に対し、アンケート調査を行

っており、今後、それぞれの事情を含め意

向確認を行い、可能な限り御希望に沿える

よう取り進めてまいりたいと考えておりま

す。 

３点目の空室の発生している南団地、美

富団地につきましては、困窮状況のほかに

希望団地も考慮し、入居者選考委員会で選

考しております。 

空室対策といたしましては、既に入居し

ている方の住み替え希望に合う住戸があれ

ば御案内をしているところですが、空室が

目立つのはエレベーターの設備がない住棟

の上層階に多い傾向にあり、高齢者等の住

み替え希望と合わないことから、空室が解

消されない状況であります。 

美幌町全体の公営住宅の戸数計画につい

てですが、今後の人口減少等を踏まえ国が

定める指針により推計を行い、公共施設等

総合管理計画の目標値であるマイナス３

５％とも整合を図っております。 

その結果、管理戸数の目標値を現在の８

７９戸から令和１８年度には５６０戸と

し、３１９戸を削減する内容としており、

今後の社会経済動向の変化によって５年ご

とに見直すこととしております。 

４点目の美園団地の建替えと借上げ公営

住宅の推進につきましては、今回策定しま

した美幌町公営住宅等長寿命化計画におい

て、美園団地は買い物等の利便性も高く、

平屋建てへの入居希望を求める声もあるこ

とから、建替えを計画しております。 

現在の借上げ公営住宅につきましては、

原契約２０年をさらに１０年間の再契約を

締結し、公営住宅として提供していただく

ことになっております。 

公営住宅の供給には、直接建設をはじめ

様々な手法がありますので、今後いろいろ

と手法を検討してまいります。 

なお、借上げ公営住宅は試算によります

と、直接建設の１.４倍の事業コストを要し

ます。 
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５点目の公営住宅の経年劣化による家賃

減額につきましては、公営住宅は公営住宅

法に基づき家賃の算定を行っており、建設

費、経年劣化等が加味されたものとなって

おります。 

また、建替え後の美園団地の家賃は値上

がりすることとなりますが、入居開始後５

年間は、激変緩和の措置を講じることがで

き、急激な負担増とならないようになって

おりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

次に、住宅リフォーム促進補助金の改正

についてですが、住宅リフォーム促進補助

事業は、住環境の整備促進及び地域経済の

活性化を図るため、リフォーム工事に要す

る費用の一部を助成しております。 

平成２３年度から事業を開始し、これま

で１１年間での実績は１,３１８件、実施工

事費は約３１億２,４００万円、交付補助金

は約４億３,０００万円に達し、多くの町民

の皆様に御利用いただいております。 

また、経済波及効果は４４億６,２００万

円と推計しており、地域経済の活性化に大

きく寄与したものと認識しております。 

１点目の制度継続と再度の利用について

ですが、利用者アンケートにも要望がある

ことから、現在行っている制度見直しの中

で検討してまいりたいと考えております。 

２点目の工事限度額５０万円の撤廃と住

宅設備改善助成（高齢者、障がい者対象）

との統合についてですが、現在の補助対象

工事費は５０万円以上となっております

が、使いやすい制度をとの観点から、補助

対象工事費の下限額の見直しを含め、現在

検討しているところであります。 

住宅設備改善事業との統合ですが、介護

保険法の対象外の方や身体が不自由な方が

手すりやスロープの設置等により、生活環

境を改善することを目的として、基準額１

０万円以内の９割を助成する事業であり、

住宅リフォームの補助制度とは目的が異な

るため、統合は考えておりませんので御理

解をお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） それでは、大き

な１点目の公営住宅の建替えの部分から、

一つ一つ確認しながらいきたいと思いま

す。 

今回公営住宅に質問した理由は、残念な

がら３月議会が終わった後にもらったので

す。 

令和４年度に出すものが、何で３月議会

前に出せなかったのか、どうなのかなとい

うことで、今回は質問させていただきま

す。 

住宅行政は、まちづくり政策として町長

の最優先しなければならない使命かと。 

このことを考えまして、今回この３点、

町長に質問いたします。 

まず１点目、仲町公営住宅３０戸、旭に

増築３０戸。 

これについて、町長の見解を聞きたいの

です。 

なぜかというと、今、仲町公住は病院に

近い。 

そこに、当然に旭公住は人気があると答

弁されていますけれど、借上げ公住と旭公

住は比較的新しいから人気があるのであっ

て、それが、仲町に新築しても仲町には希

望者が多いのかなと思うのです。 

それをあえて郊外型になっている旭公住

に何で３０戸を移転するのか。 

ここに書いてある建替えの関係があるか

らと言っているけれど、前の旭公住のとき

もそういうことをしたのかなと。 

どこかの公住を新築して動かしたのかな

と。 

違うかなと思うのです。 

何で今回は旭公住に３０戸を移すのか、

なおかつ、そこの公住は団地内の公園とし

て相当多額な金で敷地を造成して、今でも
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公園となっています。 

なぜ、そこの公園を一部廃止するのか。 

これについて、まず移転する理由を、町

長の考えをお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 仲町公住の建替え

については、答弁をさせていただいたとお

り、１番老朽化しているということは御理

解いただけると思っています。 

今回の建替えにおいて、立地的には今、

医療機関に近いから、本当にそれだけが一

つの条件として、今の数をそこに維持する

ことがいいかということが一つの判断であ

りました。 

当然、建替えするためにはそれの代替と

いうか、同じ敷地内でそれなりの面積があ

れば、役場庁舎を建てたように隣に建て

て、それを移行させるということはできる

のですけれども、まず、今の敷地内が、私

は前から見てたときに、何でこのような狭

いところに中層という建物を建てるのだと

いうことはすごく疑問に思っています。 

ですから、その敷地の中でゆとりを持っ

た建て方ができないのか、建替えができな

いかということが、まずは指示を出した考

え方であります。 

その中で、従来から病院を希望する、言

うならば今の環境で希望する方ばかりでは

ないのではないかと。実際入居されている

方の分析もさせていただいた中において

は、ちょうど半分を壊し、半分を建替え

て、残った部分を別な空地というか、広げ

ることがゆとりを持った、これから車の台

数が増えるとか、それから少しでもそこに

住んでいる方々が外に出てもらうというコ

ミュニティーという形成からいえば、多段

にするより仮に中層になったとしても外に

出るような空地をしっかり確保することが

望ましいのではないかということから、今

回３０戸についてはそのまま建替えの継

続、３０戸については他の場所にというこ

との考えに対して、私も賛成した状況であ

ります。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） まず五つの質問

を終わらせてから、再度町長に質問しま

す。 

まず二つ目、仲町公営住宅の今約７０

戸、６０何件住んでいますけれど、この人

方の意向ですね。 

本当に旭公住に移るよ、場所を移ってい

いですよということに、皆合意しているの

かどうか。 

この確認は必要かと思うのです。 

何を言いたいかというと、仲町公営住宅

に住んでいる方は何十年も住んでいて、き

ちんと地域コミュニティーをつくってい

る。 

仲町町内会も含めてしっかりといろいろ

な活動している方も多い。 

突如として団地が半分、３０戸になるか

ら、残る人は移転ですよということで、地

域も含めて特に団地に住んでいる方々は、

今現在、皆さん納得しているのかどうか。 

そこのところを町長はどのように受け止

めたのか、町長の見解をお聞きします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今入居されている

方が全て今回の計画に基づいて納得すると

いうか、そういう状況にはきちんと担当が

説明してるかどうかはちょっと分かりませ

ん。 

ただ、アンケートの中で今後希望されま

すかということに対しては、それなりの結

果を基に一つの分析をして、私にこういう

形にしたいと説明していただいたと思って

おります。 

ですから、今後につきましても、実際そ

ういう作業が始まって、また、それから建

替えを含めて、そこが空いたところになる

べく入れない形をしてというのは、老朽化

が進んでいて、それを入っていただくため

には、かなり直したりしなければいけない
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ということで、徐々に戸数も減らしてきて

いる、入居者を減らしてきているという状

況も含めて、今、議員がおっしゃったよう

に全てがそこを希望していて、その人たち

をどこかに追いやるような考え、私はそう

いう認識は持っておりません。 

ですから、実際できたときには、その人

の希望がかなうような努力をしっかりとさ

せていただきたいという答弁になっている

と思いますので、その入居されてる方に対

してしっかり配慮していく必要があるとい

うことは認識しております。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 実は仲町公住に

限らず、今、町内含めて空き家が３００戸

ある。 

郊外型も含めて、公営住宅も含めて点在

している町。 

これをどうにか効率のいい町にしようと

いうことで、立地適正化計画の策定も進ん

でいると。 

その中で、あくまでもなぜ本当に遠いと

ころに移転する必要があるのか。 

これから車が乗れなくなる方も多くな

る、年齢的に。 

その人方がなぜ遠いところへ行くのか。 

なぜ病院もない、ないという言い方は悪

いですけれど、交通費のかかる遠いところ

に行くのか。 

たとえ美幌町のもーびーを入れてもお金

がかかる。 

その小型バスの導入もお金がかかる。 

なぜ、お金がかかる政策を今しないとい

けないのか。 

私は公営住宅の建替えというのはどんど

んやるべき。 

これは、美幌町の福祉政策、障がい対

策、低所得対策で必要なことだと思ってい

ますので、必要なものはやるべきだと思い

ます。 

ただ、なぜ旭まで行かないといけないの

かということで、三つ目の質問なのですけ

れど、今、南団地も４０近く、美富団地も

２４。 

そして、三橋公住が実は１１ぐらいと。 

最近の統計で、もうここで既に７５の空

室がある。 

それであれば、この空室対策というの

は、町長は今どのように考えていますか。 

せっかくつくっている行政の資産を運用

しない、活用しないわけにいかないので、

この空室はいつ埋まるのでしょうか。 

もし、町長の考えがあればお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 空室が埋まるとい

う部分の一つの考え方の中で、空室がなぜ

生じたかということをやはり考える必要が

あるのかなと思っています。 

ですから、それは例えば構造的にうちは

中層４階建てを建てていますから、高齢に

なって３階なり４階になかなか住むことが

難しいということでの空室が出てくる分。 

それから、当然人口が減ってきてる中に

おいて、もともと建てた戸数と今回の見直

しで戸数を減らしたということなのですけ

れども、必然的に入居する人が減ってきた

という二つの面から考えますと、その空室

をどうやって埋めるのだという部分を考え

れば、今建てて非常に部屋が全く空いてる

ということであれば、公営住宅という概念

から外れて、ほかの人を入れるということ

を考えることもできるのかなと思っていま

す。 

それは、住宅施策というよりも、別に言

えば移住施策とか、そういうことではない

ということを考えるのであれば、今の二つ

の考えをしたときに、一番望ましいのは空

室が埋まることでありますけれども、必ず

しも空室をなくさないで継続させることに

努力はするものの、それが絶対でなければ

いけないという認識を私は持ってはおりま

せん。 
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○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今、町長の言葉

の中で、原因が多岐にわたってあると思う

のです。 

私の考えている美幌町に住んでいる中で

の経験でいくと、私が美幌町に来た頃、今

の公営住宅は全部入居待ちが何十人もいま

した。 

何でかというと、美幌町に仕事をしたく

て来る人、もしくは何かの都合により帰っ

てきた人方が山ほどいたのです。 

だから、公営住宅がもう空きがなくて皆

さん困った状態。 

今、何で空いているかといったら、流入

する人たちが減っちゃった。 

完全に産業政策の欠如、地方の町は全部

そうです。 

全部産業政策の欠如。 

やってきたのですけれど、結果的には欠

如したということで人口が増えない。 

ですから、流入する人が何ぼ定住移住と

いったって、１００人、２００人一気に来

るわけではないです。 

これが、公営住宅が余った原因の一つ。 

それともう一つ、公営住宅に入る条件と

いうのは、住宅の売却が決まったもしくは

差押えになったという方も住宅を持ってい

る方は入居可能なはず、法律では。 

ところが、美幌町の場合、空き家が今３

００あるということは、今古い住宅を買っ

てくれる方がいないのです。 

古くても住まざるを得ないのですよ。 

だから、公営住宅に移るのにも財産が処

分できないので、入居該当にならない。 

だから空室が余ってしまう。 

空いてしまう。 

この二つの要因があるはずです。 

住宅政策として、町長がやらなければい

けないのは、住宅政策イコール供給ではな

いですか。 

でも、需要である産業政策をもっとやら

なければ、空き家は埋まらないのです。 

今回、公営住宅の空室対策について、町

長の見解の中で、産業対策をしっかりし

て、人が集まるまちにしたいという気持ち

をぜひ今後町長にも持ってもらいたいなと

思い、次の５番目の質問に入ります。 

５番目の質問は、美園公営住宅の建替え

というのを今回の計画で聞いたときに、た

しか１０年ぐらい前は、将来にわたり廃止

する予定と私は聞いてました。 

ですから、その頃は美園公営住宅のリフ

ォーム、要するに改修については、極力今

住んでる方中心に行い、多くの家を直さな

い。 

そして、それも全面改築でなくて改修に

とどめてやるということを聞いていて、た

しか議会でもその説明を受けたはずです。 

今回がらっと変わって建替えをすると。 

これも同じく、なぜ街中に移転しないの

か。 

なぜ、これからまだまだ高齢になる人方

を郊外に住まわすことにするのかというの

が私の疑問です。 

なぜそうしたのかは、町長に聞きたい。 

なおかつ、家賃の件についてもそうなの

ですよ。 

今、１万９,０００円から２万円ぐらいで

美園公住の金額を設定しますけれど、新築

してあげれば、今の旭公住は１万５,０００

円から３万７,０００円ぐらいだったかな。 

１.５倍になるのです。 

それで美園公営住宅に入る人が５年間上

げないといっても、５年後には１.５倍にな

るのです。 

入ってる人方の相当数は年金の人方、年

金増えないですよ、今後。 

そういう人方に５年後、建てるのはまだ

７、８年後ですけれど、そのときに経済的

な負担がなることが分かっているところを

新築してやるのであれば、質問の中にある

とおり、今の美幌町の公営住宅が経年劣化

で家賃が下がっていく方向であれば、５年
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後、１０年後に下がるのであれば、そこに

美園公住の人方を入居させたとして、家賃

がそんなに変わらないのかなと。 

僕は入ってる人方の経済負担を考えて、

町長に聞きたい。 

今入ってる人方の家賃が上がった場合、

本当に皆さんが納得できるのでしょうか。 

今住んでいる美園の方は。 

町長の見解をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今住んでいる方が

急に建物が立派になって、家賃が何倍にも

なるということであるならば、それは納得

しないと思っております。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 町長と僕も同じ

見解なので、次に行きます。 

今、この五つの質問の中で、何回か僕は

町長に、町長にと言っていますけれど、美

幌町の公営住宅の戸数を将来にわたり減ら

すよということで、これ国の政策と計算式

で、先ほどから借上げ公営住宅が１.４倍と

言いましたけれど、ここにあるＬＣＣでし

たか、計算式。 

これを何回読んでも計算式が分からない

ので、もう１回建設部に聞こうと思います

が、借上げ公営住宅も試算したことはある

のですけれど、建築価格だけはどうなのか

と計算したときに、借上げ公営住宅当時１

億円で、旭公住宅３億円。 

戸数で割ると旭公営住宅は１.５倍なので

す。 

当時の借上げ公営住宅を建てるコスト

は。 

行政の試算では、これにいろいろな費

用、要するにプラスになる補助金だとか、

助成金だとか入って計算すると違うのでは

ないかと。 

そういうことで僕も考えていますけれ

ど、１.４倍はあくまでも建築コストだけで

あり、その他の条件、要するに公園をつく

ります、芝を刈ります、維持します。 

そして、そこに管理する役場職員の給料

の分母割、これと公営住宅が街中にあるこ

とにより街中の経済効果、コミュニティー

の確立、人が集まる地域ができる効果、こ

れを目的に借上げ公営住宅は街中につくっ

たのですよ。 

それを差引きすると、ほとんど公営住宅

と借上げ公営住宅との差はないと判断し

て、公営住宅を借上げ公住にしましょうと

やったとき、町長もそのとき分かってやっ

たと思うのです。 

今、ここの１.４倍については、ちょっと

置いておきますけれど、僕は街中に借上げ

公営住宅つくることで、美幌町に何もマイ

ナスにならないと思いますが、町長はどう

でしょう。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 本来借上げ公住の

役割として、当時私も役場にいましたの

で、はやりというか、つくった条件があり

ました。 

その中で、公営住宅と言われる土地がそ

れなりにあって、物を建ててというより

も、利便性がよくて街の中にあってという

中で、私はつくっている敷地も含めて、環

境が違うと思っております。 

本来のコミュニティー活動とか、私の若

いときに、コミュニティー論の勉強をした

ときに、何で同じところに美幌みたいな町

が中層化するのだということで、そういう

論議をした記憶があります。 

本来であれば、コミュニティーをつくる

分については、縦に積めば積むほどコミュ

ニティーというのは朝会う人が少ないわけ

だから広がらないという。 

だから、当時のそのコミュニティーの人

とのつながりとかそういうことを考える

と、私は低層にするべきだという、今でも

そういう考えを持っています。 

だから、今の街の中に借上げ公住をとい

う話であったときに、先ほど政策論の中で
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住宅政策やまちづくりという話であればそ

れは言えます。 

ただ、住宅には民間の住宅もあるし、公

営住宅もあるし、個々の住宅、そのことも

含めてどうするかということを考えること

が私は大切であって、その中でたまたま行

政として公営住宅という法律に基づいて、

一つの住宅を供給してきたということなの

で、そのことを論ずる場合には、その前提

となるものをしっかりみんなと理解し合わ

なければ、私は進んでいかないのではない

かなと思っております。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 町長のおっしゃ

ることは、私もよく分かりますよ。 

ただ、それを言うのであれば、それでは

町長に聞きたいのです。 

これから建てる公営住宅は低層。 

低層は１階、２階の低層なのか、３階ま

で木造の場合は低層というのか、あくまで

１階のことを低層というのか。 

その言葉ちょっと整理させてください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 一つの例として、

コミュニティー論の話をちょっとさせてい

ただきましたけれども、一般的に中層と言

われている建て方というのは、当時はエレ

ベーターがなくても家を建てられる限界と

いうのは、４階ぐらいでよく中層という言

い方をしておりました。 

私は、もともと今の中層になってますけ

れど、皆さん２階建てぐらいの中で平屋を

ベースとする建て方とか、２階建てで上下

というよりも下から入れば２階があるとい

うようなつくり方の中で、その面積に対し

てどんどんこう増やしていった。 

それは時代背景もあると思うのです。 

言うならば、たくさんそういうニーズと

いうか、住宅を必要としたという話。 

今後は、減っていく中においては、例え

ばそれをカバーするためには、エレベータ

ーも当然、必然的に何というか設置されま

すし、例えば私が昔やったのは、うちは公

営住宅の団地に接したところの自治会にい

ましたので、その人たちを外に引っ張り出

すようなコミュニティーづくりの行事をや

ったりとか、人との交流をやりますと。 

だから、そういうことで今はいろいろな

方法が成り立つ中において、私は低層で絶

対いなければならないという言い方はした

つもりはないですけれど、当時はそういう

状況ではあったということだけは、御理解

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 町長、それでは

一つ聞きます。 

仲町公営住宅と旭団地は、１階建てなの

ですか。 

今後。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ３階とちょっと記

憶してますけれど、もし間違っていれば。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今、結構な田舎

の町というのはほとんど１階建てにして、

何かのコミュニティーそして生きがいのた

めに作ろうと。 

昔はそれを３階、４階にしましたけれ

ど、またここ数年前から戻っているので

す。 

なぜかというと、高齢者の割合が多くな

ってきた。 

ですから、生きがいも含めてやり方を変

えてきていると。 

実際、旭団地の建替えのときも、僕は知

っているおばあさんもいたのですけれど、

親戚もいたのですけれどね。 

当時１階建てに住んでいて、自分の玄関

があって、居間があったと。 

旭団地に移ったら、鉄の扉になって、お

りの中にいると。庭も小さいと。 
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私は前の旭団地の方がよかったと。 

それであれば美園に移ればよかったと嘆

いたおばさんもいたのです。 

それが、僕は本音かなと思うのです。 

入ってから分かるのですけれど、入る前

に分かっていることがあれば、何かの対策

をすべきかなと。 

だから、公営住宅というのはなかなか非

常に難しいデリケートなものかなと思うの

です。 

今、南団地というのが空いてますけれ

ど、昔は本当に超人気でした。新築のと

き。入れなくて、そのとき、実は２年後に

事件起きたのは、壁の結露で端っこの、要

するに真ん中の人はいいのですけれど、端

の人方の壁の結露が今も多くて皆さん困っ

ている。 

ですから、その噂の中で南公住はどうか

という話が相次いでいるというのが現状で

す。 

だから、南公住はどうするのですか。 

空き家のままでいくのか、改修するの

か、そういうところも入る人方のために、

上を直して下に入れるのか、どのパターン

をとるのかと言っても、空き家が埋まらな

いことにはもったいないのかなと。 

それであれば、全部の建物の１番上を埋

めるか何かしなければいけないのかなと。 

結果的にはお金がかかることになるので

すけれど、この辺の対策が何もないという

わけではないかなと思うので、何か対策あ

ると思うので、今ある対策があれば、ちょ

っと教えてください、町長。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 町長だから何でも

私だという話の中で、やりとりをさせてい

ただいていますけれども、基本的に今の南

団地については、当時はそれだけのニーズ

があったときは人気もありました。 

その中で、やはり時代とともに変わって

きたのは、当時は年齢も若い人も希望して

たから４階でもよかったし、ただ結露の問

題とかそれはまたちょっと建築的な、技術

的な問題で、一つの比較にはならないです

けれど、私は当時職員住宅４階建てを担当

させてもらいました。 

私は外断熱方式をやらせていただきまし

た。 

ということは、結露は絶対しないとい

う、言うならば、冷蔵庫という考えで、そ

の代わり外構ということに全くお金をかけ

ないでみんなでやりましょうと、公営住宅

にそういう提案はしたのですけれども、当

時でいえばその建設費は２割ぐらい高くな

る。 

でも、温かいし、それから結露も少ない

よということの中で、家賃として入居者に

反映するというなかなかそれは認められて

いるような状況ではなかったです。 

ただ、高架水槽については、これは仲町

なんかもあったのですけれど、何で５、６

キロもある途切れにつけるのですかと。 

それは、職員住宅も直圧でつなげるよう

にして、公営住宅も徐々にそうしていっ

た。 

だから、そういうことで技術的なもので

いけば、今、時代とともに変わるので新た

なところについてはいろいろなことを考え

られるのかなと思います。 

ただ、先ほど質問の中で、今の空き家を

どう埋めるということにおいては、松浦議

員にこれがベストで絶対埋まるよという納

得していただけるような答えは持ち合わせ

ておりません。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 本当に公営住宅

というのは、１回つくったら動かさないも

のですから、４階つくったら３階までカッ

トすることもほとんどＲＣは難しいので、

ただ言えるのは、仲町公営住宅も含めて古

くなってきたら建替えるのは当然ではない

ですか。 

今日、この公営住宅の建替えする理由を
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この計画に沿って一通り聞いたほうがいい

かなと。 

そして、この中身についても詳しく聞い

てないものですから、一通り質問しまし

た。 

なぜ、これが気になっているかという

と、今後財政運営計画もまた変わるので

す。 

この間もらっているのは、今の公営住宅

に全部建替えがない財政運営計画の話です

から、ここの中身も変わる。 

そして、当然、公園も変われば、公園も

その他の公園で、都市計画に入っているそ

の他の公園、これも減るではないですか。 

そうすると、都市計画が変わります、マ

スタープランも変わります、防災計画も変

わります。 

全ての計画に波及するのです。 

なおかつ、今、立地適正化計画の中では

コンパクトシティーだとか、交通対策、防

災対策も入っているではないですか。 

その中で、今後目に見えて出てきている

のは、ちょっとここにあるのですけれど、

公共施設、学校施設、その他の公共施設含

めて、病院も含めて、今から５年後、１０

年、１５年以内に相当数の建替え、改築、

新築、必要になってくるのです。公営住宅

以外。 

そうすると、今、この計画のとおりの財

政運営計画で可能なのかどうかというのが

疑問なのですよ。 

今、最後に言った財政運営計画からマス

タープラン、これについては再度、次回の

一般質問で、今町長が出なかった空き家対

策、要するに公営住宅の空き家をどうする

かの答えを再度そのときにもう１回聞きた

いと思います。 

今日はこの公営住宅の最後のところなの

ですけれど、公営住宅は行政が建てますけ

れど、今美幌町にある空き家、結構あるの

です。 

買ってもらえないもしくは買う方と折合

わないもしくは条件が合わないだとか、で

も美幌町には数百戸の空き家があります。 

これを行政で有効利用するために、移住

政策もやっていると思うのです。 

それであれば、戸建ての公営住宅として

活用できないのか、その検討に入れないの

か、これを最後お聞きしたい。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 空き家対策という

か、その町の中で空き家がたくさんあった

り、また、その自宅を持っていて自分の住

宅が古くなってきて、そこにいるのがちょ

っと難しくなってどこかにということのそ

ういう状況は、私も分かります。 

ただ、それを行政の中に全て求めるとい

うのは、私はちょっと無理があるかなと思

っております。 

ですから、それは、私どもの町だけでは

なくて、やはり国なんかでも関わっていた

だいた中でいけば、住宅を、空き家を少し

でも壊すような施策が国のメニューであっ

て、要望してそういうメニューがあった

り、それから空き家を少しでも有効にした

い場合には、リフォームして少しでも他の

町から来て、そこに滞在してもらう。 

ただ、そのためには、家がリフォームで

きたから、それで物事が進むという話では

ないので、それはどこかの形で、どこかと

いうよりもきちんと行政なりが、それから

民間なりの人たちと協力してフォローしな

ければ難しいかなと思っています。 

それと、今の公営住宅の空き家の対策に

ついて次回という話ではありますが、先ほ

ど言いましたけれども、何かの空いている

ところを転用してというような部分の中で

は、なかなかちょっと難しいかなと思って

います。 

ですから、まずは、これからの公営住宅

の在り方というものを今回計画つくって、

当然、時期等については今の財政計画との

整合を考えながら、そこと合わせて見込ん

でということで、今、財政計画をまとめよ
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うとしていますので、そういう部分の整合

はきちんと将来に向けて、これからの美幌

町の町民の方々というか、未来の町民の

方々に迷惑のかけない、そういうまちづく

りはきちんとしていかなければいけないか

なと思っております。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今の最後の町長

の回答で、しっかり私も今後またいろいろ

なことを考えて町長にお聞きします。 

今日、実は公営住宅以外になぜ２本質問

したかというと、今の流れなのです。 

リフォームして住宅環境をきちんと維持

して、コミュニティーも含めていいまちに

しましょうと。 

ですから、片方リフォームをやりなが

ら、片方空き家が増えていく。 

住環境が全然昔と違って空き家があるあ

の通りはすごい寂しいのです。 

ですから、少しでも住む方にはしっかり

住んでもらいたい。 

そして、いい暮らしをしてもらいたいと

いう気持ちもあって、平成２３年度に住宅

リフォーム制度ができたのかなと私は思っ

ています。 

今度は住宅リフォームの質問に入らせて

いただきます。 

実はこの住宅リフォーム、平成２３年度

にできたときに、町長もたしか経済部、ど

うだったかなと思ったのですけれど。 

分かっていると思うのですけれど、当時

２５０万の工事をやれば５０万円補助でき

ます。 

この５０万円でもって、実は工事施主に

お金が返ってきたら、その分を商店街で物

を買ってもらおう、違うものを買ってもら

えるのではないかというのを、実は当時の

経済部側はそういうふうな部分もあったの

です。 

あとは、建設指導の方向でありますの

で、それはちょっと置いといてということ

になった。 

そのときに、実は金券を発行できないか

ということで検討に入った。 

当時会議所側のメンバーとして、そのと

きの行政の法律では、行政の金券発行がで

きなかった。 

それが、今から１０年ぐらい前に行政の

金券発行が許可されるようになった。 

今のリフォームは、結果的には金券を絡

まない制度のままきているということで、

僕はこれを今後導入すべきと思うのです。 

それは、行政の考え方ですから、あくま

でも住宅環境だけのことなのか、入ってく

るお金を使ってもらうのか。 

それとも、極端に言えば２００万でやる

より２５０万でやっても５０万入ってくる

のであれば２５０万まで工事やりましょ

う、いい住宅を残しましょうという政策な

のか。 

いろいろなパターンがあるのです。 

それも行政の考え一つ。 

ただ、どちらにしても経済効果として

は、リフォームというのは相当大きな効果

があることを私も分かっています。 

皆さん、一生懸命業者もお客さんを見つ

けては、ここを直そう、あそこを直そう、

ここを直したらいいのではないかというこ

との積み上げの中で、やはり１５０万、２

００万近いリフォームの人が多くなる、こ

れは分かっています。 

でも、残念ながらそうでない方もいま

す。お金が少なくて、５０万の工事すらで

きない。でも、５０万切って４８万なら補

助金ゼロ。いやあっちの人は、２５０万や

ったら５０万補助金きたわと。私もお金な

くて４９万なら補助金ゼロですと。 

何か僕は今でもこれが平等だと思えてい

ない。 

それを聞くのに、まず１点目。 

町長にこのリフォームについて聞きたい

のですけれど、過去に、１２年前にリフォ

ームしたとき、仮に６０万で直した、１０
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０万で直した、２５０万の方もいるけれ

ど、１２年たてば住宅のどこかいかれたら

再度もう１回リフォームしたいという方が

出ているのです。 

こういう方々を救う方向で、今回検討に

は入っているのか、入っていないのか、ち

ょっとお尋ねします。 

町長。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今の検討状態を全

部報告受けて、私が理解、今、お話できる

だけの内容はちょっと持っておりません。 

ですから、担当から今どういうようなこ

とが主題になって、内部検討しているかと

いうのは答弁させていただきます。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） はい、ただい

まの御質問でございますが、今年度は最終

年ということで、次期のリフォームの制度

の見直しということで現在着手していると

ころでございます。 

１点目としましては、今、松浦議員から

御質問がありました再度の利用の関係です

とか、あとまた下限額、今現在５０万円と

いう下限額がありますので、その辺をもう

少し使いやすい制度ということで、その辺

につきましてもこの場で幾らとはちょっと

申し上げられないのですけれども、なるべ

く使いやすい制度にということで検討して

いるところでございます。 

そのほか、工事の内容につきましても今

まで駄目だったものがなるべく使いやすい

ようにと、総合的にちょっといろいろアン

ケート調査ももらっておりますので、そう

いったものを加味してなるべく町民の皆さ

んが使いやすい制度になるようにというこ

とで、現在見直しを進めているところでご

ざいます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 現在のリフォー

ムについては、コロナの関係で通年申込み

ができるように２年前から、ちょっとだけ

だったのですけれど、これを次年度からや

るのであれば、４月の集中でなくて、どこ

でもいいから申込みできないと、秋に家が

壊れてリフォームできない人と計画した人

の差が出ているのです。 

計画があってリフォームをやる人もいま

すけれど、急遽直さないといけない人もい

て、結果的には美幌町民ではないですか。 

それであれば、ある程度の予算措置をし

っかりしておけば、当初の目標の中で春先

の申込みではなくても、夏、秋の申込みも

可能かなと思うのですけれど、そういうの

も含めてもう少し利便性にそういう申込み

の流れだとか、あとは財政の猶予できるよ

うな金額の幅を持たす計画、これをやって

も僕は経済効果がいいのかなと思うので

す。それがまず１点。 

それと２点目は、５０万以下の方に対し

ても、やはり住宅のリフォームはリフォー

ムですから、しっかりやるべきかなと思い

ますので、今検討に入ると聞いたのですけ

れど、今回二つの質問の美幌町にある住宅

リフォーム促進事業と住宅整備事業。それ

と介護保険の人方の日常生活給付金。 

これは金額がみんなばらばらで、一部リ

フォームが入っています。 

どれがいいのかというと、介護認定を受

けた人が２０万までの工事なら率はいいで

すけれど、介護認定受けている方で結果来

られない人、お金の少ない方、これ以外の

住宅を直すのに結構お金かかるのですよ。 

そしたら、結局介護用品はいいけれど、

住宅で１００万直すよといったってお金が

ないから直せないとしたら、古い住宅のま

ま介護用品を買ってやっている、住んでい

る方も結構いるのです。 

でも、残念ながら住宅が売れないので公

営住宅に移転できないのも現状で。 

ですが結局、予算の少ない方は家が新し

くならない、でも誰も買ってくれないので
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公住も入れない。 

ここのところ、やはり住宅政策として何

か活動があっていいのかなと思うのです。 

今回質問した住宅整備改善事業と合同し

たらどうですかというのは、こっちは１０

万円までだったら９万円補助金で、２０万

でも１０万ということは、５０万でも１０

万なのです。 

そしたら、住宅リフォームを合体したっ

て、何も遜色ないのかなと。 

ただ、該当する方が介護認定を受けてい

ない障がいを持っている方ということにな

るため、なかなか該当者が少ないので、こ

ちらも該当になる方がなかなか使いにくい

ので、合併したらどうかなということなの

です。 

今回は別々だというのですけれど、逆に

先ほど全部が全部町長でないと言われたの

ですが、僕はこの住宅整備事業資金も合体

して見直すべきと思います。 

その辺については再度どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 順番にお答えする

と、リフォーム制度の見直しをしていま

す。 

それは、どこかの時点でということであ

るから、今計画している人が秋にするのと

来年計画するのとでは差が出るよという話

については、これはどこかのスタート時期

の線引きなので、それは理解いただきたい

というか、そこまで全部拾う話。 

だから、現在の制度で今年の予算もある

程度組んでいる中においては、それで今年

はやっていただく。 

ただ、早い時期に来年から制度が変わる

よと。 

本当は秋にしたいのだけれど、来年まで

もし待っていただけるのであれば、来年に

やれるためには早い時期にきちんとそうい

うことを伝える必要があるのかなと思って

います。 

リフォームということですね。 

それから、今、介護の関係の部分の中で

のいろいろ制度があるのですけれど、それ

が全て一緒にすることがいいかどうかとい

うのは、それぞれのできてきた流れという

か経過があると思うのですね。 

例えば、御質問でいただいた部分の制度

というのは、介護保険では当時本人の１割

負担というなら９割は出してもらえるとい

う話。 

そして、リフォームについては２割いる

わけですから、ある程度高額になればそれ

はそれで満度なのですけれど、定額になっ

ていた場合は片方で９割をいただいて、片

方のリフォームの部分では２割ということ

を考えたら、下限の金額についてはこっち

の２割を９割まで上げないと、私は一緒に

はならないのではないかなと思っていま

す。 

そして、もともとその制度が何でという

ことを考えたときには、やはり別物だとい

う認識のほうがいいのではないかなと私は

思っておりますので、今回の答弁の中では

本来その役割が違うので一緒にするという

ことは難しいと、考えていないというの

は、そういう意味で答弁させていただいた

状況であります。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 年間リフォーム

の申込みは結構多くなってまして、２３

年、２４年、２５年ぐらいはお金の枠が手

一杯になって、追加予算をつけたというこ

ともあったのではないですか。 

今、町長の答弁でいくと、打切りではな

くて前は追加予算ついたと。 

これからも追加予算をつける筋が心の中

で残っているのかどうか。 

町長にお聞きしたいのです。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 打切りという意味

はどういうふうに捉えたか、ちょっと誤解

を受けては困るのですけれど、従来今まで
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のやり方というのは、リフォームをするこ

とによって経済効果というか、そういう業

種によって中の建設に関わる、修繕に関わ

るような、設備に関わる人たちのどちらか

というと大型でなくて小さい企業の方々を

やっぱりきちんと応援すると。 

かつ、個々の住宅を直すということの中

でやってきたと思うのですね。 

ですから、ある意味ではその状況を見れ

ば、予算を上乗せしてやってきて、可能な

限り希望のかなうやり方をやってきたと思

っております。 

今後について、例えばいろいろな制度を

見直したときに、本当にそれが単年度で全

て満たすだけの予算を組んでいけるかとい

うのは、ちょっとそういう意味ではどこか

で考えなければいけないのではないかと私

は今、そう思っています。 

ただ、今の流れとしては、どちらかとい

うと希望のかなう、言うならば補正を皆さ

んにお認めいただいてやってきているのが

現状だと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今、もうどうに

かこうにか補正がついたりしているという

現状を考えたら、今後その幅があっていい

かなと期待しています。 

このリフォームの考え方について、今ま

ではどちらかというと現金で戻す支給でし

たけれど、コロナ後の経済対策を考えれ

ば、思い切って助成金については、商店街

に使う金券に変えるというやり方というの

は検討に入れないのか。 

その辺どうでしょうか町長。 

コロナ対策を考えて、コロナ後景気対策

を考えた場合。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今現在では、御提

案があった内容では考えておりません。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 時計が１分違う

ということなので。 

ぜひ、私は考えるべき時期がコロナ後の

景気対策、相当冷えたのを上げるには何か

の手を打たないといけないと思っていま

す。 

もう一つ、この合体したほうがいいので

はないかという住宅整備事業については、

年間数件の申込みもないような状態なの

で、これは民生部に聞いたらもう少しいろ

いろな人にアピールして周知を図って使い

たいということになりますので、これはぜ

ひまだまだ使う方がいると思いますので努

力してほしいと。 

以上、公営住宅と住宅リフォームについ

ての質問、終わらせていただきます。 

○議長（大原 昇君） これで、１２番松

浦和浩さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時といたします。 

午後０時３８分休憩 

――――――――――――――――――― 

午後２時００分再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君）〔登壇〕 それで

は、２項目２点につきまして質問させてい

ただきます。 

まず、自治会と行政の連携について。 

自治会組織を維持するための行政支援に

ついてお尋ねをいたします。 

何のために自治会はあるのか。 

自治会は必要か。 

自治会がないと不便なのだろうか。 

山梨総合研究所のある研究員が、自治会

活動に着目して考察するきっかけとなった

素朴な疑問です。 

自治会は日本特有のシステムであり、こ

れまでのまちづくりに一定の成果を出して

きた社会資源であることは疑いの余地はあ
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りません。 

また、行政とのパイプ役、行政サービス

の一端を担い、行政の効率化も図っていま

す。 

しかし、社会構造が大きく変わった現

在、全国一律的な自治会活動では、立ち行

かなくなっているのも事実です。 

近年は、人口、世帯の減少に加え、単

身、核家族化、高齢者のみ世帯の増加な

ど、世帯構成も様々で、その世帯ごとにラ

イフスタイルが違うと言っても過言ではあ

りません。 

さらに、車社会、コンビニ文化、ＳＮＳ

で世界中の誰とでもつながることができる

環境など、自治会として共に助け合う機会

は大幅に減少しているのではないでしょう

か。 

防犯や防災、交通などの地域の安全や災

害情報については、警察や町に登録するこ

とで、送信されるメールで情報を得られま

す。 

子供会や老人会などの福祉活動も、少子

化や新型コロナウイルスの影響で少なくな

ったり、会自体も解散しているところがあ

ります。 

弔辞関係も葬儀会社が全て取り仕切るケ

ースが増え、自治会が手伝うこともほとん

どありません。 

このように、自治会の役割がほかの仕組

みで代替されているものやイベントなどへ

の参加者減少など、そもそものニーズが減

少したり、変化したりしています。 

高齢化による負担増加、高齢世代とそれ

以外の世代との意識や使える機器の差、行

政サービス補助として担う自治会機能の限

界などについて改革しなければ、自治会と

いう社会資源自体が機能しなくなるところ

まで来ていると言われています。 

また、自治会運営の課題として、役員の

成り手がいない、少ない、自治会全体が高

齢化して活動に支障が出ている、行事活動

等の参加者が少ない、役員の負担が大きい

など挙げられています。 

美幌町においても同じような課題を抱え

ていると思います。 

行政として、これら環境の変化にどう対

応してきたのか。 

昭和、平成、令和とそれぞれの時代に即

した支援を行ってきたのか。 

今後、どのように支援していくのか、町

長のお考えをお聞かせください。 

２点目です。 

町広報紙の配布について。 

町広報紙の配布方法見直しについてお尋

ねいたします。 

美幌町広報紙発行規則では、「広報は、

美幌町の区域内にある全世帯に対して１部

ずつ無料で配布する」となっていますが、

その配布方法については、具体的に記載さ

れていません。 

配布方法には、一つ、新聞折り込み、二

つ、自治会、町内会が配布、三つ、シルバ

ー人材センターを利用、四つ、広報スタン

ド設置、五つ、ポスティング、六つ、デジ

タル配信の六つがあると言われています

が、美幌町としては、全世帯配布するため

にはどのような方法をとられているのか、

現状についてお聞かせください。 

昨今、ペーパーレス化が進み、ホームペ

ージでも広報びほろを見ることができ、美

幌町においてもデジタルトランスフォーメ

ーション計画を推進しています。 

今後、広報紙の配布方法も見直しする時

期が来ると思いますが、町長のお考えをお

聞きします。 

以上よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 戸澤議員

の御質問に答弁いたします。 

初めに、自治会と行政の連携についてで

すが、これまで環境変化への対応につきま

しては、町も事務局として、自治会連合会

と常に情報を共有しながら、側面的な支援

に努めており、自治会との懇談の中で、現
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状とニーズの把握を行うとともに、その課

題解決に向けた方法の検討を重ねてきてお

ります。 

これまでの具体的な支援としましては、

近年では、平成３０年に自治会所有の防犯

灯が町に移譲され、ＬＥＤ化を行うととも

に、集会室にイスやテーブルを整備する際

の補助金の創設、令和２年度には、各自治

会が支払ってきた自治会連合会の部会費を

町補助金からあらかじめ差し引くことで自

治会の事務を軽減、また、全自治会の自治

会活動保険に町負担で一括加入しておりま

す。 

さらに、令和３年度には、集会室のＬＥ

Ｄ化を実施するとともに、コロナ対策とし

て、全集会室を対象に空気清浄機の導入ま

たは導入費の補助を実施しており、令和４

年度からは、資源ごみ収集に対する自治会

還元金に新たに段ボールなどの紙類を加え

ることで自治会の収入増につなげるなど、

運営内容の変換や自治会活動の拠点となる

施設整備等により、活動の活性化が図られ

るよう支援を行っております。 

昭和４７年に町内に自治会が発足してか

ら半世紀が経過し、その間、社会構造の変

化、情報伝達手段の進化等によって、自治

会を取り巻く環境は大きく変わってきてい

ます。 

今後におきましても、自治会連合会と意

見交換、情報共有を行いながら、自治会の

主体性を尊重した中で必要な支援につい

て、タイミングを逃さぬよう実施してまい

りたいと考えておりますので、御理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

次に、町広報紙の配布についてですが、

現在、町広報紙の配布については、１人で

も多くの方に情報をお届けするため、自治

会による戸別配布を行っており、９割弱の

世帯に配布しております。 

それ以外の世帯につきましては、町広報

用パンフレットラックを町内大型スーパー

３店舗の協力を得て設置しているほか、公

共施設でも配布しております。 

情報社会の進展によって、情報をお届け

する媒体は、それぞれのニーズに合わせて

多様化しており、広報紙についても紙ベー

スに限らず、それ以外の方法も必要と考え

ております。 

これまで、町ホームページ、無料ポータ

ルサイトへの掲載によって閲覧可能となっ

ておりますが、今後においても継続して情

報収集を続け、将来的な手法の見直しにつ

いて検討していきたいと考えておりますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） それでは、ただい

まから再質問させていただきます。 

自治会の問題はよく自治会それから自治

会連合会の話だよということで、行政は側

面的な支援だよという話は十分承知しなが

ら、再質問させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

まず、自治会の経費という観点から再質

問させていただきます。 

令和４年度の予算で、自治会活動運営等

補助金４８０万７,０００円というのがあり

ます。 

これは多分、各自治会に活動運営資金と

して配っているお金かなと思うのですが、

そのほかに連合会に補助金を出したり、そ

れぞれの部会に補助金を出したりいろいろ

していると思います。 

そして、１点目のこの自治会活動運営等

補助金のこの積算根拠。 

うちの自治会を見ますと、世帯数に１９

０円をかけてその地域割の特性で、うちの

自治会ですと２万７,０００円がついて算出

されているようなのですが、この積算根拠

について改めてちょっと確認したいと思い

ます。 
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○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） ただい

まの御質問にお答えいたします。 

積算根拠といたしましては、二つに分か

れておりまして、自治会活動運営補助分と

いうことで、先ほど１９０円ということで

したが、令和２年度に改正しておりますの

で、現在は１世帯当たり３４０円を支払っ

ております。 

そのほかに、均等割といたしまして、１

自治会当たり１５０世帯以下は２万８,００

０円、２４９世帯以下は３万１,０００円、

２５０世帯以上が３万４,０００円というこ

とになっております。 

そのほかに自治会所有の施設を所有して

いる自治会につきましては、施設管理分と

いうことで電気料、水道料の基本料金を補

填しております。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 私が調べた当初よ

りも若干上がって補助金を出していただい

ているということです。 

令和３年度、昨年度の実績をうちの自治

会を参考にしてみますと、自治会運営等補

助金が５万８,２６０円いただいているので

すね。 

ちなみに９０世帯前後の自治会です。 

そして、その中で各連合部会の負担金、

今は差っ引きになってもらえるようになり

ましたので、それが２万７,２５５円差っ引

かれて実質３万１,００５円の自治会運営等

補助金をいただいているという状況です。 

しかしながら、その中に社会福祉協議会

負担金というものが世帯割で引かれていま

して、これが１万７,０００円引かれていま

す。 

それから、共同募金と歳末助け合い。 

これも世帯割で引かれるというか、持っ

ていくようになっているのですよね。 

共同募金が２万８,０５０円、それから、

歳末助け合いが１万７,０００円、合計で６

万２,０５０円が引かれているというか、そ

れぞれ補助金拠出金として支出していま

す。 

先ほどの３万１,０００円から６万２,０

５０円を引くと、実際補助金をいただいて

いますが、約３万円を自治会が持ち出して

いるという状況ですよね。 

この補助金のほかに、報償費として８,０

００円をいただいておりますが、さらに、

母が贈る子供劇場基金というのが令和２年

度まで引かれています。これが１万円引か

れていました。 

ということは、令和２年度は約４万円を

持ち出したという状況です。９０世帯の自

治会で。 

多分、自治会の世帯数が多くなればもっ

と増えているのかなという気はしますけれ

ども、それらを踏まえて、こういう自治会

経費、町はそれこそ５万幾ら負担している

ではないかとおっしゃいますが、実際はマ

イナスになっているという現状について、

町長どう思われますか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、自治会の会計

というか、予算のお話をしていただきまし

た。 

それで、町から出す補助金、それから、

自治会自体がそれぞれに負担しているも

の。 

それが、正直言って私どもがどうこうと

いうよりも、補助することに対して皆さん

方として不満だということであれば、いろ

いろ相談しなければならないことだと思う

のですね。 

そして、今、自治会ごとにそれぞれ会員

の方に自治会費を払っていただいているお

金、マイナスでいるわけではなくて、もと

もとは皆さんからいただいたお金に対して

それぞれのところに出しているということ

なので、その出し方が本当にそれでいいの

かということは、これからやはりそれぞれ
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の自治会が考えることではないのかなと思

っている。 

例えば、私の自治会なんかでも、その共

同募金なんかについては、それぞれ個々に

お願いして、福祉部長あたりが集めた時期

があったのですけれど、それは負担が多い

からといって、皆さんから集めていただい

たお金は、定額的にそこから出してしまう

というか、そういうやり方も含めてやはり

地域の皆さんが、今言われたような社会福

祉協議会とか、助け合いとか、そういうと

ころに、皆さんのいただいた会費を出して

いくことの内部というか、自治会内での協

議はやはりきちんとしなければならないの

ではないかなと思っています。本来の補助

金に対してどうかというよりも、それは皆

さんがこの補助金では非常に困ると。 

やはり、町としてというよりも行政とし

て支援をしていただきたいということであ

れば、しっかり向き合うという考えは今ま

でもしっかりとってきております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 考えは分かりまし

た。 

それぞれの団体からおたくの自治会は何

名いますのでこれだけですよということ

で、請求書ではないですけれどそういう形

で来ますので、自治会としては仕方なくそ

れを払っていると。 

今の考えでいきますと、例えば１軒１軒

共同募金お願いしますと回って、予定額の

５０％であろうが、３０％であろうがそれ

を納めて、いやもううちはこれしか出ませ

んというやり方が正しいやり方なのではな

いかという、多分町長はそういう考えで発

言されたのかということで理解はいたしま

した。 

自治会へそれをきちんとやってくれとい

う話だと思いますが、行政における自治会

の位置づけということで、若干お話しさせ

ていただきたいのですが、美幌町自治基本

条例があります。 

その中の２３条から２５条にかけて、自

治会とは書いてないのですけれども、コミ

ュニティーという形でいろいろ記載されて

います。 

例えば、２３条ですと「コミュニティー

とは、町民が互いに助け合い、心豊かな生

活を送ることを目的として、自主的に結ば

れた多様な組織及び集団といいます」と。 

当然、この中には言葉を読めば自治会も

入ってくるのかなと受け取れます。 

自治会以外にもコミュニティーというこ

とですから、いろいろな、例えばサロンで

すとか、街角カフェですとか、あるいは今

一生懸命やってもらっている男談農園と

か、こういうのも一応この多様な組織及び

集団いわゆるコミュニティーになりうるの

かなと思います。 

そして、今、大きく、ほかの自治体で

は、いろいろなこの自治会の加入を目的と

したものを含めて、いろいろな条例、ある

いは自治基本条例の中にうたっている自治

体もあります。 

自治会等の加入に主眼を置いた条例をつ

くっている自治体もあります。 

これは、例えば倶知安町がそうなのです

けれど、倶知安町内会等への加入及び参加

を促進する条例というのを倶知安町ではつ

くってます。 

目的では、地域住民の町内会等への加入

及び参加を促進することに関し、基本理念

及び必要な事項を定めるということで、こ

ういう条例をつくっているところもありま

す。直接的に自治会の加入に主眼を置いた

条例ですね。 

あるいはこれからちょっと一歩引いて、

地域コミュニティーの推進や活性化に関す

る条例であって、自治会等への加入を規定

するもの、こういった条例をつくっている

ところもあります。福岡県宇美町ですね。 

この条例は、宇美町地域コミュニティー

推進条例という条例です。 
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その中でも自治会ということで定義して

ます。 

町長が定める区域の１区域の居住する町

民によって構成された自治組織で、町長が

認めたものを言うと。 

自治会の役割ということで、明確に自治

会と役割を書いているそういう条例もあり

ます。 

さらに、いわゆる自治基本条例や住民参

加条例であって、自治会等の加入を規定す

るもの。 

要するに、美幌町の自治基本条例の中に

自治会のことを書いているというところで

す。 

これについては、福島の浪江町とか、長

野県長和町がつくっているということで、

長和町住民自治基本条例第２条の中に区自

治会ということで、明確に自治会という言

葉でうたっています。自治会は区を統括す

る自治組織を言います。 

さらに、区や自治会の意義、住民の責務

とか、区や自治会の役割とか、そういうこ

とでうたっていると。 

だから、自治基本条例の中に入れている

けれども、きちんと自治会をうたってつく

っているという自治体もあるということ

で、美幌町の今の自治基本条例を見ると、

自治会はさらにこのもう一つ下のランクに

位置するのかなという認識なのですが、今

までにこの自治基本条例は、何回か見直さ

れてきたと思うのですけれど、なぜ、あえ

て自治会を明確にうたっていないのかな

と。 

多分何回か改正する機会があったと思う

のですけれど、なぜ自治会を明確にうたっ

ていないのか、その理由が分かればお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 私どもで住民の皆

様とお話をして、住民自治の基本条例を定

めております。 

それは、地域づくりというか、町の存在

自体が主役はあくまでも住民だということ

の位置づけをしっかり確認するというか、

それぞれのこの美幌町における国で言う憲

法に値するものをつくりましょうと。 

国が言う主権はということとなれば、美

幌町においての主権と言われるその中心は

住民だということの位置づけなのですね。 

その中で、コミュニティーとその自治会

という関係をやはりきちんと理解しなけれ

ばいけない部分もあるのかなと思っていま

す。 

そして、私どもの皆さんとつくった中で

いけば、コミュニティーという一つの位置

づけはしております。 

それで、コミュニティーという部分でい

けば、私はよく地域コミュニティーという

のですけれど、その地域ごとに特定目的が

あるものとか、特定目的がないもの。 

要は、これがその自治会とか町内会の本

質になるのですけれど、何で必要なのかと

いう部分の考え方というのは、やはり地域

での自発的な動きというか、言うならコミ

ュニティーの中の内数という考え方を常に

持つ必要があると思うのです。 

ですから、そのコミュニティー等を置い

た場合には、例えば地域ごとに特定目的が

なければ、自治会とか、それから子供会が

これに該当するし、地域ごとに特定目的が

ある場合には、例えばまちづくり協議会と

か、子育ての支援グループとか、それもコ

ミュニティーですし、そういうことを全部

まとめて町のそれぞれのまちづくりするた

めの位置づけをしているということで、あ

えて自治会だけに特記して、当時はそうい

う論議はしたのですけれど、あえてそこで

具体的にこういうものがコミュニティーの

中に入るけれども、自治会はどうだという

位置づけはしてこなかったと自分は認識し

ています。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） コミュニティーと
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言ってしまえば、自治会も当然入ってくる

と思います。 

それで、事が足りているからあえて入れ

てないのかという話はあると思うのです

が、先ほどもいろいろありましたけれど

も、今、役員の成り手がいないとか、人が

集まらないとかいう中にあって、ぜひこう

いう美幌町の憲法となりうる自治基本条例

の中に、明確に自治会というのをうたっ

て、皆さんは向こう三軒両隣が集まって自

治会をなし得ますので、そういうあえてう

たうということも今後必要なのかとは思い

ますが、町長いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 基本的に

は、町長が御答弁申し上げましたとおりで

ございます。 

規定上の話を事務レベルでお話させてい

ただきますと、明文化、条文の中には今回

自治会ということはうたわれてございませ

ん。 

ただ、先ほど町長もお話ししましたとお

り、町民が積極的にいろいろ参加をしてい

ただく、そういった共助コミュニティーと

いうのは、幅広く解釈できるのだろうとい

うことで、今回明確にはうたっていない

と。 

ただ、今回この条例を整える段階にあた

って逐条解説を定めておりますが、その中

におきましては、このコミュニティーを具

体的に自治会、そしてＮＰＯ、ボランティ

ア団体、そういったことでしっかりその逐

条解説の中では示させていただいてござい

ますので、そういったことで御理解いただ

きたいと考えてございます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 今後はさらに踏み

込んで、自治会に加入を促進するという部

分についても、是非御検討いただきたいな

と思います。 

次、大きく３点目としまして、例えば、

今、美幌町ではありませんが、ほかの自治

体では自治会を解散したいのだとたまに聞

こえてきます。 

実際、自治会を解散してしまったという

自治体もあると聞いています。 

その場合の行政の対応として、今、広報

配布ですとか、先ほど答弁いただきました

けれども９割弱が自治会に頼っていると。 

それから、回覧版の文書の処置。 

こういうのは、例えば自治会がなくなっ

たらどうなるのだろう、行政が困ることは

なんだろうと考えたときに、自治会がなく

なったら、この広報、回覧のほかに、何か

困ることが多々あると思うのですが、大き

なところは何だと思いますか。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） もし、

自治会が解散した場合ということでござい

ますが、今現在では、自治会に担っていた

だいている業務といたしましては、まず、

先ほどありました広報の配布、それから防

災面での影響が大きいかと思われます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） いろいろ考えたと

きに、町民は自治会に何を求めているのか

と私なりの頭で考えたときに、自治会の負

担になっているのは多分会費、それから会

の役職なのかなと。 

自治会の負担になっているのは、会費の

役職なのかなと。 

それから、いろいろ賛否両論があるのだ

ろうけれど、自治会の行事ですとか、広報

の配布ですとか、先ほど言った回覧。 

これは、自治会でもやってもらいたいと

か、いやそのようなものなくてもいいなど

賛否両論です。 

それから、除雪とか声掛けは弱者支援に

必要なのかと。あと、交通安全とか環境美

化、自治会で言えば花苗の花壇整備。それ

から、先ほどあった防災。 

これらはどうなのかなと思ったときに、
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例えば交通安全は部会もありますし、いろ

いろボランティアでやってくれるところも

ありますし、花植えについても美幌町は自

治会でやっていますが、ある自治会はもう

花だけ提供して、全部ボランティアでやっ

てもらっているという自治会もあると聞い

ています。 

防災についても、阪神・淡路のときに、

本当に自治会が防災で活躍したかという

と、６％ぐらいしか機能はしていなかった

という実例があるそうなのです。 

防災については、隣近所との助け合いと

いうのは非常に重要だと思うのです。 

自治会というよりも、これが本当の共助

だと思うのです。 

そうなると、防災についても、自治会が

なくても大してやっていけるのかという感

じが受け取れるのですけれど、今後、もう

自治会が解散したのだ、解散したいのだと

いう自治会が出てきた場合、行政の対応は

認めるしかないと思うのですけれど、それ

はどうなるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 自治会から、今言

われたように自治会を解散したいという話

があったときには、行政というよりも、皆

さん方にとって自治会はどういう役割をし

てくるのかということを、一部原則的な話

になるかもしれないですけれど、お話をき

ちんとしなければいけないと思います。 

それで、今、災害のときに自治会という

ことの機能しなかったとおっしゃった部分

と、実はそういう災害とか何かのときはす

ごく機能したと。 

だから、今、隣近所の関係というか、も

ともとは隣近所の関係があって、それが自

治会というか町内会の一つのコミュニティ

ーの形成をしたことなのですね。 

それが、いつの間にかいろいろなことが

大きくなって、これも、あれもということ

で、自治会が抱え込むこと自体が皆さんに

負担になってきたことが大きな理由だと思

うのです。 

その流れとしては、今言われているの

は、答弁書にも書かせていただいたのです

けれども、各自治会に合わせた活動という

か、御質問でもありましたけれど、一律自

治会はこうしなければいけないという考え

ではなくて、今できることとか、地域のコ

ミュニティーというのはきちんと保つのだ

ということを考える必要があると思うので

す。 

ですから、広報が行政として配ってもら

えないから困るとかそういう論議は全く私

は思っていませんし、逆に災害とかそうい

うようなときに、その役割としては、ふだ

ん余り思っていなかったときには、逆に皆

さんが、周りの人が、自治会というより皆

が結束して力をそこに出すというか。 

だから、そういうことをやると、これも

一つの事例ですけれども、なかなか人が集

まらない、自治会がもう難しいとなったと

きに、そこに会長さんになられた方が、い

やどうしようかといったら、もう健康づく

りでいこうと。 

健康についてみんなでその地域の中で話

して、人に集まってもらおうとやった例も

あるし、ある会長さんは、いろいろなこと

を言っても駄目なので、防災というような

災害があった場合どうしたらいいかという

ことを問いかけるとか、そういうふうにや

っているところもありますし。 

あとは、その事例でいけば、自治会と言

ったら会長さんとか、役員が俺たちがやっ

てやっているではなくて、同じ目線でとい

うか、へりくだるわけではないけれど一緒

にやろうとやっている。 

そうなると、そこに関わる中心になる人

という人がポイントになるのかということ

でありますので、今言ったことなどをしっ

かり地域の方々に伝えて、その必要性とい

うよりも、あることが大事だということは

伝えていきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ



 

－ 42 － 

ん。 

○１番（戸澤義典君） やはり現状の中で

多分１番多くの自治体が困っていると思う

のですけれど、役員の成り手不足。 

それから、自治会の加入拒否者の多さ。 

特に若い世代等を含めて。 

うちの自治会も昔から入っていた方が、

最近、今年度いっぱいでやめるわと言って

やめちゃった方もいるのですけれど。 

要するに、自治会に入らなくなった、入

らない、あるいは１番困るのは多分役員の

成り手不足なのです。 

この問題点を行政としてはどのように捉

えているでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 役員の

成り手不足につきましては、自治会によっ

て状況も大きく異なると思います。 

町が直接関わるということは難しいと思

いますけれども、未加入対策につきまして

は、例えば町はパンフレットを転入者に配

ったりですとか、そのほかにも、広報紙で

年に何回か自治会加入促進率とか、活動の

紹介を掲載しております。 

今後につきましても、自治会と連携をし

て、協議をしながら支援を行ってまいりた

いと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） なかなか小さい自

治会で本当に役員の成り手が少ないという

ことで、今、大きいところでは４００近い

世帯がいる自治会とか、少ないところだと

５０世帯の自治会とか、ばらばらですよ

ね。 

それから、地域も住所的に言えば稲美

だ、美富だとか混ざっている地域とか、い

っぱいあると思うのです。 

そして、自治会の地域割りとか、合併と

か、そろそろ必要な時期に来てるのではな

いかと。 

当然、自治会とか、自治会連合会の話な

のですけれど、自治会、自治会連合会だけ

では、当然、合併や見直しとなると進んで

いけないと思うのです。行政の手を借りな

いと。 

過去、この地域の見直しとか合併につい

て、話題になったことは何かありますか。

なかったか、あったか。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） ただい

まの御質問でございますが、合併ですと

か、解散ということについて議論になった

かということでございますけれども、解散

については、今のところ聞いたことはござ

いません。 

合併につきましても、自治会連合会の総

会ですとか、理事会の中で議論されたこと

はございませんけれども、個々の自治会

で、将来的にそういうこともというのを話

したことがあるという話を聞いたことがご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） なかなか自治会と

か、連合会から上がってこないと、行政側

としても受けないとは思うのですけれど、

やはりその自治会の世帯数の格差ですと

か、成り手不足を解消すると、ある程度の

均等性を持たせたほうが、成り手は増えて

くるのかなという部分もあると思うので

す。 

若い世帯だけの自治会とか、平均年齢が

高いところの自治会とかいろいろあるので

しょうけれど、今のままでは、なかなか現

状の問題点を打破できないということで、

今後、少しでも連合会、自治会から合併や

見直しの要望があったときには、ぜひ行政

が主導して進めていただきたいと。 

多分、ここ２、３年のうちにそういう話

が出てきてもおかしくない状況にまで来て

いると思うのです。 

ちょっと時間がないので、２番目の質問
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に移らさせていただきます。 

先ほど御回答いただいた中で、パンフレ

ットラックを置いてますということで御回

答いただきましたが、置いてる場所はそれ

ぞれスーパーとか、公共施設ということで

伺っています。 

全部で何部置いて、残部数はどのぐらい

あるのかと。 

要するに、利用率というのはどのぐらい

あるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） ただい

まのスーパー等のパンフレットラックに設

置している部数でございますけれども、全

体で公共施設も含めて１２０部ほど設置し

ております。 

公共施設は数部残っていることがござい

ますが、スーパーなどはほぼなくなってお

ります。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 先ほどの自治会配

布以外の１割弱がこういうラックを利用し

ているということで、１２０部でほぼなく

なっているということですけれど、多分何

割かはまだ手に届いてない世帯もあると思

いますが、その辺は大体どのぐらいで見積

もっていますか。 

実際、広報紙が届いてないという世帯。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 現在の

世帯数が９,３００ぐらいで、１割程度配布

していないとなると、七、八百。そこか

ら、スーパー等で１２０部ほど配布してお

ります。 

また、たまに問合せとかでもあるのです

けれども、ホームページで御覧いただいて

いる方もございますので、数百人は全く手

元に届いてないという方もいるかなと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 美幌町広報紙発行

規則というのがあって、これに基づいて発

行していると思うのですけれど、この中

で、広報は美幌町の区域内にある全世帯に

対して、１部ずつ無料で配布すると明確に

発行規則でうたっているのですが、自治会

に配布を依頼するようになった経緯という

のはいつ頃から、何で自治会に配布依頼す

ることになったのか、その前はどういう形

をとっていたのか、もし分かれば教えてい

ただきたい。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 自治会

へ広報の配布を依頼するようになった経過

でございますが、広報は昭和２７年から発

行しております。 

その際は自治会という制度ではなく、区

制度をとっておりました。 

区には区長がおりまして、区長は行政か

らの報酬を得て、行政の業務の一部を担っ

ておりました。 

そのときに、広報が発行された昭和２７

年に、区長の仕事の中に広報の配布という

ことが盛り込まれたことから、その流れの

まま自治会でも配布していただくというこ

とになったと思います。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 今はホームページ

でも見られるようになっていますけれど、

このホームページの掲載というのは、いつ

頃から始まったのでしょう。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 平成２

３年度から広報紙をホームページに掲載し

ております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 平成２３年からと

いうことで、もう１０年ぐらいたっている

のですよね。 

予算的な話をさせていただきます。 
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広報の作成業務委託料で、令和４年度予

算が８９９万８,０００円と約９００万円委

託料をとっていますけれど、これというの

は広報をつくるお金なのかなと思います

が、先ほど９,３００、９，４００と言いま

したか。 

月当たり何部作成して、それにかかる費

用は幾らか。 

それから、例えば、作成部数を半分にし

たら、単純的に半分とならない思うのです

けれど、経費はどのぐらい削減できるの

か、分かれば教えていただきたい。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） ただい

まの御質問に答弁させていただきます。 

広報の印刷部数は、現在８,９００部印刷

をしております。 

先ほどありましたとおり、編集業務で１

８６万１,０００円、印刷業務で７１３万

７,０００円となっております。 

仮に、半分にした場合ということでござ

いますけれども、編集費は変わりません

が、印刷費のほうは逆に上がってしまいま

す。 

１.５倍ほどになるのではないかと見込ま

れますので、今ので行くと１００万円と

か、２００万円は減額になるかもしれませ

んが、半分になることはございません。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 部数は、半分減ら

そうが大した削減にならないということで

すね。 

配布手数料、１３２万６,０００円という

予算があります。 

これについては、多分自治会の配布手数

料なのかと思うのですが、１部当たりの単

価、要するに積算根拠というのはどうなっ

ているでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） １部当

たりの手数料は１３円でございます。 

積算根拠でございますが、今のところ見

当たらないのですけれども、平成１４年か

らずっと１３円で配布をしていただいてお

ります。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 多分世帯数掛ける

１３なのかと思うのですが、それ以外のア

パートとかもあるから、そう単純に入れら

れないかもしれないですけれども。 

例えば、自治会によっては自治会に入っ

てない、要するに未加入世帯については、

いやうちは広報を配っていないという自治

会もあるし、あるいは入っていないけれど

５部ぐらい配るよといって配っている自治

会もあるし、まちまちなのですね、今の現

状が。 

行政としては、自治会に頼んでいる配

布、これは未加入世帯アパートも含めて、

どういうような形で依頼しているのか。 

未加入世帯は配らなくていいよと言って

るのか。 

そんなこと言わないと思うのですけれ

ど、自治会に任せるのか。 

どのように依頼しているのか教えていた

だきたい。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 未加入

世帯への配布についてでございますが、行

政としましては、自治会にできるだけ配布

していただきたいというスタンスで、お願

いしているところでございます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） ということは、こ

の未加入世帯も含めた単価１３円の手数料

を支払っているという認識でよろしいでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） はい。 

未加入世帯も含めまして、配っていただ

いた数に世帯数を掛けて配布手数料をお支
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払いしております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 何回もしつこくな

ってきてすみません。 

アパート等も含めて、当然お願いしてい

るという形でいいのですか。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） アパー

トとかも含めて配布していただいている自

治会には、手数料をお支払いしておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 今はホームページ

でも見られるようになっているということ

で、ほかの自治体もＰＤＦ形式で、そのま

まホームページにアップしているという自

治体が７割、８割ぐらいあるそうです。 

ほとんどホームページにアップしている

ということなのですけれども。 

その中でも、ただアップするではなく

て、高齢者や障がいのある方のために読み

上げ機能がついたり、あるいは外国人の方

が見ても分かるように、医療情報など多言

語化できたり、そういういろいろなアプリ

を使ってアップしている自治体もあるそう

なのです。 

一方で、高齢者やスマホ操作が苦手な方

もいるということで、当然紙媒体も配って

いると。 

いろいろな施策を施している自治体もあ

るのです。 

山梨県の上野原市というところがちょっ

とおもしろくて、画面に表示された紙面の

読みたい箇所をタップすると、ポップアッ

プで文字が拡大されて飛び出すような、デ

ジタルブックツールというのを導入してい

るそうです。 

そういうのですと、多少目が見えづらく

ても、自分の必要な情報を瞬時にとれるよ

うなツール。 

こういうのを使っている自治体もあると

いうところで、ただのＰＤＦ化したやつを

アップするのも最低限必要ですけれども、

今後はもっと機能を拡張して、視覚障が

い、聴覚障がいの方も含めて対応できるよ

うなツールに改善していく時期にそろそろ

来てるのかと思う。 

それから、紙媒体で広報びほろを読んで

いますと、私も最近ちょっと見づらくなっ

てきていますが、私よりももっと年配の方

にとっては、非常に字が小さくて読みづら

い部分があると思うのです。 

だから、高齢者の方には、もっと必要

な、絵で見るのが１番分かりやすいと思い

ます。 

情報を伝えるには絵で見る、あるいはも

っと字を大きくする。何と言いますか、分

けてもいいのかなと。デジタルで見る人は

デジタルで見てもらう。本当に紙媒体が必

要なのは紙媒体で見てもらう。 

だから、一応アンケートをとって、広報

紙要りますか、要りませんかというぐらい

のアンケートをとって、要る人だけに配る

と。 

そして、配るのももっと重要なところに

ついては、字を大きくして見やすくすると

か、いろいろな方法でできるのかと。 

だから、今の広報をより読んでもらう、

より情報を提供するためには、情報量も大

切ですが、情報の内容をピックアップした

やり方も今後必要になってくると思うので

すが、その辺いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 今、様々

な御提案を議員からいただきました。 

まさに、そういった視点で、いろいろな

工夫をしていくというのは、非常に重要な

ことだと認識しています。 

今現在、町でも紙媒体に限らずホームペ

ージ、フェイスブック、ＬＩＮＥ、その他

あんしんネット、様々な媒体を通して、皆

様に行政の情報またはいろいろなお知らせ
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を発信しているところであります。 

それで、広報等につきましては、行政か

ら積極的な伝達ということになろうかと思

うのですが、逆にホームページ、ＬＩＮ

Ｅ、そういったものについては、いわゆる

そのアクセスの仕方といいますか、そうい

ったことの工夫も、我々がしっかりと考え

ていく必要があるのだろうと思っていま

す。 

ホームページ、ＬＩＮＥに載せたのでい

いということではなくて、そこにいかにこ

の利用しやすさを求めていくのか、そんな

ことも併せ持って考えていく必要があるの

だろうと思っております。 

あわせて、対象の方もそれぞれおります

ので、その方のニーズに合わせた形、見や

すさ、そういったことも、当然ながら追求

していく必要があると認識してございま

す。 

そういったことで、いろいろなニーズの

把握というのも必要になろうかと思います

ので、今後その必要性に応じた中で、行政

としてもそのニーズの把握、そういったこ

とには、アンケート等も通じた中で努めて

いければということは検討したいと考えて

ございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 先ほど若干紹介し

た山梨県上野原市のデジタルブックツー

ル。 

これについては、どの記事が読まれた

か、どんな反応があったかと分析できる機

能がついているそうなのです。 

だから、この記事は今回人気があったの

だとか、手にとり分かるらしいです。 

そういうのは、ＡＩ機器を含めて、今後

検討されていっていただければと思いま

す。 

そして、先ほど自治会がなくなったら広

報配布はどうなるのかと、若干前段お話し

させていただいたのですが、自治会以外の

配布要領というのをやはり考えておかなく

てはならないと思うのです。 

ポスティング、郵送。郵送が多分１番お

金かかると思うのです。 

それで、私が思ったのは、大体皆さん家

庭は水道を使っている。水道検針員の方が

必ず回っていると思うのです。 

だから、水道検針員の方に広報を配っ

て、当然、料金は払いますけれど、検針員

の方に広報を配ってもらうのも一つの手だ

と思ったのです。 

当然、その代わり一斉に行かないデメリ

ットもありますけれど、ある程度１０日な

ら１０日の間に全部配れるようなこともあ

るのかと思うのです。 

今後は、広報紙の紙面の充実、見やす

さ。 

それから、アップデートの仕方は、見や

すいいろいろな機能を使ったアップデー

ト。 

今後は、自治会がなくなってもいいよう

に、広報の配布を自治会だけに頼るのでは

なくて、広報配布要領も今後考えていく必

要があると思います。 

これら三つについて、最後、町長何か御

答弁あれば。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 広報紙の在り方と

いうのは、今、戸澤議員がいろいろアドバ

イスいただいた部分は、考えていく必要が

あるのかと思っております。 

そして、お知らせという従来の考え方か

ら脱却しなければいけないのかなと。 

要は、例えば、実際にどういう記事が読

まれるかという話を分析したのがあり、そ

の中でいけば、特集記事、最近の市政の動

きとか、要は誰が主役であるかということ

を考えたら、町民の動きと関心事のものを

しっかり載せるというか。 

それから、若者に対しては、よく新聞と

同じように連載的にこれを次に読んでみた
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いとか、そういうことの広報の在り方とい

うよりも、何を伝えていくかということ、

それから、どういう方が関わるかというこ

とをしなければならない。 

それで、配布なのですけれども、例えば

ポスティングでやっているところもある。 

要は、郵便局にお願いして、これ福岡県

嘉麻市。人口３万５,０００ぐらいのところ

なのですけれど、ここは全部に配る。 

その中で、最近非常に感銘を受けたの

は、超高齢化社会における自治体広報紙の

配布方法ということで研究をした、要は自

治体職員がいろいろ調べてやった中でいく

と、先ほど御質問では六つの方法はあるの

ですけれども、自治会の在り方も含めて、

今でこそ町内会や自治会に配布してもらう

ことが大事だと結論付けている。 

それは、今までのただ配ればいいという

ことではないと思うのです。 

人とのつながりとか、その地域での、そ

して、それぞれの皆さんが、そういう広報

を配ることに対する自分の自負とか、そう

いう持っているものをきちんと醸成してい

かないと、これから地域は成り立たないよ

と。 

だから、私はどちらかというと、そうい

う本来地域がどうあるべきかということの

それぞれ個々でやってきたものを、言うな

らば、ベース的に日本人が持ってるもの

を、今誰かがきちんと地域の人がもう１回

呼び起こさないと。 

今の流れにおいてだんだんこう変わって

いくだけ、それから若者が入らないのであ

れば、従来の自治会というやり方を頭に描

くから役員もやりたくないだけの話なので

す。 

だから、そこも変えましょうという誰か

本当に核となるような人が必ずいるはずな

ので、その人たちがしっかり地域に問いか

ければ、私はまだまだ美幌という地域で

は、しっかりと自治会という組織は継続し

ていけると思っている。 

配布については、全戸配布と割り切れ

ば、ポスティングとか、それから、どこか

にお願いしたらいいのでしょうけれども、

そうでない方式を何とか今言ったようなこ

とを努力する、努力していきたいというこ

とを伝えていきたいと思っています。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 多分、同じような

記事を私も読んだと思うのですけれども、

要するに、広報があることによって、直接

手渡しすることによって、安否確認もでき

るし、人の輪もつながっていくから、十分

ためになっていると。 

それを踏まえて、先ほどあえてそういう

質問をさせていただきました。 

今回は、２項目について質問しました。 

これで終わりたいと思います。 

○議長（大原 昇君） これで、１番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１５時１０分といたします。 

午後 ２時５８分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君）〔登壇〕 それでは

私から大きく一つ、子供たちが暮らしやす

いまちづくりについて質問させていただき

ます。 

子供たちの成長を応援する取組につい

て。 

直近の美幌町の出生数を見ますと、２年

連続で９０人を下回る結果となっておりま

す。 

また、今年から美幌高校も１間口削減さ

れるなど、今後、少子化の影響はどんどん

大きくなっていくことが目に見えていま

す。 
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私が一貫して発信しております、子育て

働き手世代が元気で輝くまちづくりは、こ

れからの地域の担い手である若手が美幌町

に残り住み続け、経済の支え手となること

で、まちの活力を維持することを目的とし

た考え方です。 

今後の美幌町においても最重要であると

私は考えております。 

しかし、その目的を果たすためには、ま

ず、子供たちが元気で郷土愛を感じてもら

うこと。 

そして、子供たちが安心して教育を受け

られる環境。 

この二つがとても大切であります。 

それを踏まえ、子供たちの成長を応援す

る取組として、まず１点、子供たちのコミ

ュニケーションの場づくりについて。 

２点目、子供たちが郷土愛を感じる教育

について。 

３点目、障がいを持つ子供たちが美幌町

に住み続けることのできる支援について。 

４点目、美幌高校の魅力化支援につい

て。 

この大きく４点について、美幌町の今後

の考え方を伺います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 木村議員

の御質問に答弁いたします。 

子供たちの成長を応援する取組につい

て。 

御質問の１点目、子供たちのコミュニケ

ーションの場づくりについてですが、教育

委員会社会教育課で実施している子供たち

を対象とした事業の主たる目的は、様々な

学びを通して、各個人が成長していくこと

を主眼としておりますが、その中でも、コ

ミュニケーションの場づくりという観点、

視点からは、次の三つの事業を行っており

ます。 

一つ目は、びほろっ子ワクワク通学合宿

であり、異なる年齢・学校の児童が集団宿

泊を行いながら学校に通学することによ

り、異年齢の集団生活や生活体験活動を通

じて、豊かな心を育むとしたプログラムで

あります。 

二つ目は、おもしろキッズ共和国であ

り、町内小学校の児童によるグループ活動

を進めていく中で、参加者の個性や力を合

わせて与えられた指令をクリアするなど、

子供たちの自主性を培っていく事業であ

り、みんながいつまでも仲よしでいられる

こと、成長して美幌町のために活動してい

くことを目的としたプログラムでありま

す。 

三つ目は、高校生リーダー養成講習会で

あり、町内在住の高校生を対象に、自分以

外の他者との関係性を円滑に築いたり、自

分の気持ちを相手に伝える、理解してもら

うためのコミュニケーショントレーニング

を取り入れたプログラムなどとなっており

ます。 

このような活動は、同世代・異世代との

協働や交流を通じて自分自身を高めるだけ

ではなく、コミュニケーション能力の習得

につながるものと思われますので、今後も

継続して事業を実施していきたいと考えて

おります。 

次に、２点目の子供たちが郷土愛を感じ

る教育についてですが、学校では、ふるさ

と教育として道徳や総合的な学習の時間の

中で、副読本「びほろ」を用いて、美幌の

自然や産業について、一部で博物館学芸員

や地域の実践者などの外部講師を活用しな

がら学び、美幌町について理解を含めた中

で、郷土を愛する心と誇りを持ち、郷土の

発展に努めることを学習しているところで

あります。 

この郷土愛を育む教育を受け、美幌町の

良さを知ることが、児童生徒の健やかな成

長とともに、地域に根差す心の醸成につな

がっていくものと考えておりますので、今

後におきましても、継続して取り組み、地

域の人材資源を生かした探求的な学習を行

い、地域に貢献し、地域を担っていく人材
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の育成を目指してまいります。 

３点目の障がいを持つ子供たちが美幌町

に住み続けることのできる支援についてで

ありますが、基礎として地域住民、ボラン

ティア団体、社会福祉協議会、ＮＰＯ、企

業等が、障がいのある方への理解、権利擁

護の普及など、地域コミュニティーの形成

が重要であると考えております。 

現状の支援策としては、障がい児通所支

援事業として児童発達支援や放課後等デイ

サービスなどを、また、障がい福祉サービ

スとして居宅介護支援、障がい者就労支

援、グループホーム等の共同生活援助など

が行われておりますが、各種支援を効果的

に行うためには、地域コミュニティーと協

働した保健、医療、福祉や保育、教育とい

った関係機関の連携、各種サービスや相談

窓口の充実、適切なケアマネジメント体制

の構築が欠かせないものと認識しておりま

す。 

障がい児がＱＯＬを保ちつつ、健全で明

るく、生きがいを持った生活を送ることの

できるよう、支援体制の整備充実を今後も

進めてまいりますので、御理解をお願いい

たします。 

４点目の美幌高校の魅力化支援について

ですが、高校が行う魅力化の取組につい

て、昨年度から参加している地域未来留学

制度などで、道外から入学した生徒を対象

にした帰省費補助や外部アドバイザーを活

用した魅力化サポート事業による新たな支

援、オンライン事業であるスタディサプリ

利用料補助の１年生への拡大の実施など、

今年度も支援を拡充させております。 

しかしながら、今後も中学卒業者数の減

少が続くことから、農業科に加えて普通科

にも学級減の危機が迫っているため、生徒

の確保について、美幌高校や美幌高等学校

教育振興対策協議会とも協議した上で、よ

り効果的な支援を取り進めてまいります。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） それでは、大きく

４点ほどお伺いさせていただきましたの

で、随時再質問させていただきます。 

町長も教育長も多分御存じだと思います

が、今とても話題になっております明石

市。 

ここでは、子供と障がい者支援に力を入

れた結果、人口も増えて、税収も増えてい

るというところで、前回の国会でも参考人

で市長が呼ばれたりとか、とても子供の部

分で先進的な町なのかなと思っておりま

す。 

美幌町が全く同じやり方というか、同じ

まちづくりで、同じ結果を出せるとはもち

ろん思ってはおりませんが、先ほども私が

お話しさせていただきましたように、今後

の経済、福祉、様々な面からも、子供たち

への投資というのは必要不可欠だろうと思

っております。 

その上で、大きく４項目の質問を行わせ

ていただきました。 

まず１点目、子供たちのコミュニケーシ

ョンの場づくりについてですけれども、美

幌町は社会教育の活動がとても盛んである

ことは、私もずっと取り組ませていただい

ておりましたので、重々承知しておりま

す。 

望む子供たちに様々な体験をしてもらえ

るというこの事業が、しかも地域の大人の

人たちがそういったものをつくっていると

いうのはとても魅力的なことだと思います

し、これからもどんどん地域ぐるみでやっ

ていくべきだと思います。 

ただ、今回、答弁でもそういった取組と

かの紹介とかがありましたし、あと中・高

生のまちづくりアンケートの結果を拝見さ

せていただきましたけれども、やはり美幌

町はふだんから子供たちが集って楽しめる

場というのが非常に少ないのではないかと

いうことが、私ははっきりしていると思っ
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ております。 

小さいお子さんでいけば、児童センター

とか、きてらすというのもあるとは思うの

ですが、要は、親の目から離れて自分たち

で自主的に楽しんだりできるような小学

生、またその上の中学生、高校生という子

供たちが、いつでも集える場所というのが

美幌町には少ないのではないかと思ってお

ります。 

たしか、前々回の一般質問でも、私から

そういったところを御提案を含めながら質

問させていただいたと思います。 

お金がなくても、子供たちがいつでも集

って楽しめるような、特に北海道は冬があ

りますので、やはり外となると、公園とか

はすごく充実してて、広場もあるのですけ

れども、やはり冬はそういうところで集う

というのが現実的に難しいという中で、子

供たちが集える場所を設けるというところ

の考え方。 

町長、どう考えていらっしゃるかなとい

うところを伺います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今お話いただいた

こと、私も中高生のまちづくりアンケー

ト、当然見ました。 

その中で、ふだんから本当に集える場

所、なかなかこれが何とかそういう場所を

つくりたいですというのは、総論的には言

えるのですけれども、具体的にとなったと

きに非常に難しいという部分は、正直な気

持ちを持っております。 

例えば、今、私どもでは図書館の建設を

考えている中でいけば、もともと図書館

は、勉強ではありますけれども、地域の人

と皆で集まれる場所として、他の町はすご

く人が集っているという部分ではあるので

すが、私どもの図書館はそういう場所がも

うなくなっている。 

そういう意味では、そういう部分は今後

考えていくのですけれど、行政から離れて

民間の人たちが、何かそういう部分のいい

かどうか分かりませんが、皆さんが休め

て、ソフトドリンクを飲めるようなとか、

そういうようなところも、健全でというわ

けではないですけれども、皆さんが安心し

ていけるような環境ができているところも

あるので、そういうところが具体的に１歩

進んで、こういうふうにならないかという

思いはあるのですけれど、なかなか実現す

る努力が足りないことにはなるのですが、

本当に悩むところではあります。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） とても難しい部分

もあるだろうなと思っています。 

自分に置き換えて考えると、私たちの頃

はまだ地域に駄菓子屋さんがあって、そこ

の駄菓子屋さんに３００円ぐらい持って、

学校で買い食い駄目だよと言われたかもし

れませんが、友達とそういうところに行っ

て、そこの駄菓子屋のおばちゃんに怒られ

たり、それでいろいろなことを教えてもら

ったり、友達とそこでつるんだりとかとい

うことがありました。 

なかなかそういった場所が少ないという

中で、今、町長の答弁でもありましたけれ

ども、私も全て行政でやるべきということ

は、決して申し上げておりません。 

ただ、何というか、民間で場所を設置し

て、そこを自分たちで自己負担しながら子

供たちに負担なくというのは現実的に難し

いです。 

続けていくということを考えると難しい

と思いますので、例えば、前回も話しまし

たけれども、しゃきっとプラザのホールを

使うだとか、町民会館のエントランスを利

用するだとか、地域の人たちと、今プレイ

パークを作る会という団体の皆さんとかも

いらっしゃいますし、実際に扶養の範囲と

かで働けないとかという人たちも多分美幌

町は多いと思うのです。 

なので、パートとかアルバイトになると

できないけれども、ちょっとした何かお小
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遣い稼ぎと言い方すると語弊があるかもし

れませんが、お手伝いしながら少しアルバ

イトのバイト料をもらえてという。 

そういったことでの御協力いただける方

たち、特にその地域の子供たちのために、

地域のコミュニティーのためにということ

であれば、御協力していただける方がいる

のではないかなと私は思います。 

なので、それを民間サイドから声を上げ

てということはなかなか難しいと思います

ので、ぜひ、まず、行政に声をかけていた

だいて、先頭で引っ張っていただいて、そ

ういう方をまとめて御協力をいただきなが

ら、そこの場所に行けば地域のおじちゃ

ん、おばちゃんがいる、そして、その地域

のおじちゃん、おばあちゃんたちも気軽に

来れるとか、そういったことができればい

いのかなと思っているのですが、いかがで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、おっしゃった

とおり、やはり私どもとしてはというより

も職員も、私も含めて、今言われた仕掛け

というか、アイデア等を示した中で、そこ

のやりとりというか、それに協賛という

か、関わっていただけること、そして、可

能であれば、皆様方がその一つの主体とな

って、そういう役割は十分私の責務だと思

っております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） やはり地域の人た

ちの関わりを持ってもらって、そういう場

所を町がつくってくれて、そこにしかも地

域のおじちゃん、おばちゃんたちがいると

いうその空間というのは、多分子供たちの

教育、大人になる１８年間で少しでもその

時間が増えれば、子供たちにとっても郷土

愛といいますか、とても大きい思い出にな

るのではないかなと思っております。 

何というか、なかなかお金だけで解決で

きることじゃないというところが難しいと

ころではあると思うのですが、逆に言え

ば、お金だけではないところで解決できる

ところもあると思いますので、地域一丸と

なって子供を育てるというところで、先頭

に立っていただきたいなと思います。 

コミュニケーションの場については、ひ

とまず置いておきたいと思います。 

続きまして、子供たちが郷土愛を感じら

れる教育についての部分ですけれども、１

回目の御答弁にありました中で、副読本

「びほろ」を用いて美幌町の自然や産業な

どについて、また一部で博物館学芸員や地

域の実践者などの外部講師を活用しながら

学びというところの答弁がありました。 

答弁にあった一部というのはどの程度の

範囲なのか、また、どの程度の頻度で、ど

のようなことを行っているのか、分かれば

教えていただきたいと。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 一部の外部講師

の関係でございますが、今パッと思い浮か

ぶのは、美幌中学校で森林を活用した授業

ということで、これは北海道の東部の森林

室の職員、あるいは、地域の指導林家に来

ていただいて、草刈りだとか下払い、枝払

い等々、植樹から始まって、様々なことを

やっているというような状況でございま

す。 

あとは、外部講師としまして、例えば町

の職員が中学校に出向いて、美幌町の観光

事情だとか、そういったようなこと。 

さらには、社会福祉協議会の職員さんが

行って、美幌町の福祉について、あと、地

元の青少年健全育成団体、ボランティア団

体の方々による田んぼの学校だとか、そう

いった農業に関するようなことについて、

取り組んでいただいている状況でございま

す。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 今、教育長から御
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答弁あったような体験型といいますか、町

職員による出前講座のような授業だったり

とかがあるとお話しがありました。 

これは、学年とか世代に合わせて、しっ

かりテーマを設けて取り組まれているので

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 旭小学校の例で

いきますと、総合的な学習としまして、３

年生は旭あぐり王国として農業に取り組ん

でいます。 

４年生につきましては、学校の近くに駒

生川が流れていますので、駒生川調査隊。 

さらには、笑顔プロジェクトさんに協力

いただいて、美幌町の特産品について学ん

でおります。 

先ほどの福祉の関係では、５年生がハン

ディキャップについて学ぶということ。 

そして、６年生はマイグッドライフとい

うタイトルで、美幌の良さ、ふるさとの良

さについて学んでいるという状況でありま

す。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 今、いろいろとお

話を伺いますと、本当に様々な農業だった

り、自然だったり、特産品だったり、ま

た、観光、そして、福祉、森林。 

いろいろなテーマでやられているという

ことは、わかりました。 

ただ、これのテーマの選定というのは、

毎年変わるのでしょうか。 

先生方の中で、学校ごともしくは学年ご

とで毎年決めているのか。 

町としてこういうことを決めているの

か。 

ちょっとその辺りいかがなのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 一般的な例でご

ざいますと、毎年４月に各学校で教育課程

を編成しています。 

その教育課程を編成する過程で、これは

校内で先生方が協議して決めるものであり

ますけれども、場合によっては教育委員会

が間に入って、例えば地域の方々との橋渡

し等を行っているという事例があります。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 先日、高校の間口

対策の関係で、私たち会派３人で、十勝の

大樹高校の視察に行ってまいりました。 

こちら御存じだと思いますが、一度間口

が削減になったのですけれども、町が一生

懸命、地域が一緒に頑張って、また１間口

戻したという取組をされているというとこ

ろで、余りメディアに出ていなかったので

すが、たまたま私がＳＮＳの情報でキャッ

チしまして、視察の申入れをして行ってき

ました。 

そこで、高校の取組のお話も伺ったので

すが、やはり子供の頃からの共同教育とい

うのが、地元の高校に行くと言われれば、

すごく大事だというところをとても感じま

した。 

美幌町もすごい魅力的な資源もたくさん

ありますし、それこそ今日、藤原議員から

もフリースクールのお話とかも出ておりま

して、先ほどの社会教育の取組とか、すご

い魅力的なものがいっぱいあると思うの

で、美幌町ならではの教育システムみたい

なのをしっかり構築して、例えば、私は美

幌学と勝手に今日このお話の中でさせてい

ただきますが、というものをしっかりと地

元愛を向上しながら、幅広い、多種多様な

子供たちを育てていくという教育システム

の構築をしてみてはどうかと思います。 

その中で、例えばそういったところにど

ういうものを盛り込むのかというところで

いけば、美幌町はほかの近隣の市町村から

見ても、様々な職業もあります。たくさん

人もいます。 
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なので、様々な人と、また、職業と出会

うような機会をもっともっと設けるとか、

町内外問わずに様々な民間企業の人たちに

来てもらって、仕事を伝えるというか、そ

ういったものを盛り込む。 

また、もう一つは、子供もそうです、大

人だってそうです、得意・不得意がありま

す。 

体育が得意な子もいれば、文化系が得意

な子もいて、逆もあったり、もっともっと

違うもので飛び抜けてる子もいたりとかと

いうところもあると思いますので、何かこ

う自分の得意なこととか、役割をもっと気

づかせて、そういった方向の体験をさせて

あげられるようにするだとか。 

あとは、時代に合わせて、子供たちがや

りたいことに取り組めるような教育とか。 

ここの二つ、私は美幌町にとってすごい

魅力的かなと思っているのですけれども、

冒頭話した社会教育。 

この社会教育を単独でやるのではなく

て、やはり社会教育と学校教育を融合させ

て応募をしていかないと、参加したいよと

いう子たちは体験できるプログラムはある

とは思うのですが、そうではない子たちに

も、もっともっとそういった体験のプログ

ラムを感じてもらえるようにする。 

そして、あとはフリースクールとの共

同。 

学校に行けない子供が学校に戻るだけで

はないと思うのです、私は。 

やはり子供の人生ですので。 

私の話をさせてもらいますと、実は私も

中学校３年生の１年間、不登校でした。 

学校に行かなくて、当時、児童相談所に

お世話になりました。 

そのときは、私はいろいろと事情があっ

て、１年間学校に行かなかったのですけれ

ども、大きく言うと人間不信といいます

か。 

なので、学校に行かないと決めて、学校

に行かなかったのです、私は。 

勉強が得意だったかというと得意ではな

いですが、でも、勉強がしたくなくて学校

に行きたくないと言ったわけではなくて、

反発精神というか、学校に行かないで自分

のやりたいことをやってやろうみたいなと

ころが多分どこかあったのだと思います。 

そのときにも、アドバイザーの先生方に

支えられて、勉強も教えてもらいながら、

そのあと高校にも行き、大学にも行って、

今仕事をさせてもらっているという状態な

のです。 

そのときにも、いろいろとこんなことを

やってみたらどうかと言って始めたのが、

実はテニスだったり。 

そこでいろいろと価値観を広げること

で、今に生きていることはたくさんありま

す。 

なので、行政とか教育機関だけでどうに

かするのではなくて、そういった協働とい

うのも必要だし、民間のいろいろな経験を

している人たちの、話を伝える、体験を伝

えるというのは、とても大切なのではない

かと思うのです。 

なので、そういった多種多様な子供たち

を育てるような美幌町ならではの教育シス

テム。 

ごめんなさい、ちょっと長くなりました

が、こういったものの構築というのが、美

幌町にとってはとても魅力な子供たちの教

育になるのではないかなと思うのですが、

いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 今、木村議員か

ら、授業に参加できる子はあれだけれど

も、出てくれない子もというお話がありま

した。 

実は、今年から社会教育の中期計画、新

しい８次の計画を実行しているわけであり

ますけれども、この策定段階の中でも委員

さんから同じような意見がありました。 

それを踏まえて、情報発信の仕方だと

か、そのアプローチの仕方、ここはしっか
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り工夫していきたいと思っております。 

また、学社融合のお話がありました。 

本町は古くから地域の子供は地域で育て

るということで、事業を進めてまいってお

ります。 

その中で、例えば、学校教育の中で言え

ば、基幹産業が農業でありますので食育だ

とか。 

美幌高校でつくった小麦を原料とした麺

を給食で食べたりだとか、それのプレゼン

テーションを美幌高校の高校生が小学校、

中学校に行ってやっております。 

さらには、先ほど１回目でもお話があり

ました自然や観光、環境、それぞれの中

で、町内には本当に専門家だとか達人と言

われる方がいらっしゃいますので、こうい

った方の御協力をいただきながら、社会教

育と学校教育としっかり連携してまいりた

いと思っております。 

そういったことを通じて、社会で自立で

きる力を養うことが何よりも大事だと思っ

ております。 

その中で、子供たちが将来大きくなって

美幌を離れたときも、僕の通っていた学校

ではとか、僕のいた町ではとか、そういっ

たことで自信を持って、誇りを持っていた

だけるような教育を進めてまいりたいと思

っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 今、教育長から御

答弁いただきました。 

私も当時、社会教育に中心的に関わった

ときも、やはり同じような課題がありまし

た。 

どうやったら子供たちが来てくれるかと

いうところですね。 

多分それはずっと課題なのだろうと思い

ますし、アプローチをもっと強くしていき

たいということで教育長からお話ありまし

たが、それもすごい大切なことだと思いま

す。 

ただ、多分来られない子たちにアプロー

チを強くして知ってもらっても、来られな

い事情があるのだと思うのです。 

様々な事情があると思います。 

そういった中で、来られない子たちを来

られないから仕方がないよねと取り残すの

ではなく、やはりどうやったらその来られ

ない子たちにも、そういったものを体験し

てもらえるのかというところで、可能性を

伸ばせるようにするかということで、美幌

町でいくと義務教育の中でしっかり大人た

ちが子供たちにこういうことを学んでほし

いとか、美幌の魅力を感じてほしいという

ところで、もっともっと盛り込めるのでは

ないかなと思うのです。 

この後も美幌高校の支援の話とかもさせ

てもらいますが、これは決して批判ではな

いです。 

批判ではなく、考える機会として提案さ

せていただくのですけれども、答弁でいろ

いろな支援の話とかも聞いていても、私は

正直無機質な感じがするのです。 

補助金を出すとか、スタディアプリとい

うシステムを入れるとか。 

そういうことも大事だと思うのですけれ

ど、直接地元の人たちが関わって一緒にコ

ミュニケーションをとりながら、地域の産

業に、地域の人たちの生の声で教えてもら

うとか、地域ぐるみで育てていくというこ

とが大事なのではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 学校教育と社会

教育の関係でお話ありましたけれども、令

和元年に各学校単位で学校運営協議会をつ

くっている状況でございます。 

しかしながら、コロナ禍等々の事情によ

って、なかなか事業ができていないという

状況もありますけれども、こういったこと

をしっかり活用して、今後美幌高校でもそ

ういった学校運営協議会をつくるだとか、
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そういった動きもあろうかと思いますの

で、しっかり連携して、本当に地域の子供

は地域で育てる。 

これは、学校種に関係なく、幼稚園から

高校を卒業して、社会教育の中で青年教育

等もありますので、しっかり体系立てた取

組をしてまいりたいと思っております。 

また、高校の支援の関係でありますけれ

ども、今後決してお金を出して終わりとか

そんなことは思っておりません。 

具体的な例で言いますと、魅力発信事業

の補助金を出させていただいておりますけ

れども、この中では観光事業者さんと道外

に行ってプロモーション活動されているだ

とか、民間の方々の力を借りながら子供た

ちの成長に大きく資しているということ

で、学校からもお話いただいております。 

その辺はしっかりこれからもサポートし

てまいりたいと思っています。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

〇５番（木村 利昭君） ごめんなさい。 

本当に私の言い方も悪かったかもしれな

いのですが、決してお金を出して終わり

で、もうそれで支援しないよとかというこ

とではないです。 

現状そういうことだということではな

く、子供たちの支援という意味で、どうし

てもその支援となると、経済支援に頭がい

きがちといいますか、そうではなくて、汗

水流して一緒に何かするということが特に

大事なのではないかということが言いたく

て、今のお話をさせていただきました。 

今、教育長からもコミスク、学校運営協

議会のお話もありましたが、確かにコロナ

等もありましてなかなか難しい時期だとも

思います。 

私の娘も学校に入学して小学１年生、運

動会ができなくて、２年生からちょっと短

縮の運動会ができるようになりましたが、

やはり子供たちの１年は大人の１年よりも

すごい貴重だと思うのです。 

なので、なかなか難しい時期といいます

か、時世だとは思うのですが、いかに子供

たちにとってその地域の大人との触れ合い

といいますか、そういったところが大事な

のかなというところをもう一度考えなが

ら、スローガン、名実ともに地域の子供は

地域で育てるを実践していけるような仕組

みだけではなくて、動きというか、そうい

ったものもつくっていけたらいいなという

ところで、お話をさせていただきました。 

次に、３番目の障がいを持つ子供が長く

暮らせる体制づくりについて、質問させて

いただきます。 

現状、重度の障がいを持つ子供たちの支

援というところですけれども、施設支援と

いうところでいきますと美幌療育病院で入

所のサービスがあります。 

ただ、これが結構満床だったり、あとは

入れないというところと、通所を望む親御

さんも多いと伺っております。 

また、マイスペース美幌でも日中の一時

預かり支援、俗に市町村サービスといいま

すか、これはあるのですけれども、生活介

護、国主体のサービスが美幌ではできてな

いということで伺っております。 

こういったところの整備というのも、美

幌町単独だけではなかなか難しいとは思う

のですが、このあたりの整備とか、体制と

いうのは大事かと思うのですが、このあた

り、お考えいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） おっしゃると

おり、様々な施設等々、十分必要だと認識

しているところではございます。 

必要である一方で、当然それらを整備す

る上では、財源の確保等々が必要になって

くるという中で、まず、どの施設が１番必

要なのかという選択といいますか、その順

番を定めた中で、整備していかなければな

らないのではないのかと考えているところ

です。 
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また、施設ということと併せて、在宅で

の生活も大事なことではないかと考えてい

ます。 

その中で、当然住みなれた地域で、尊重

されて自分らしく暮らしていくということ

は、ほとんどの方がお子さんについても考

えていることかと思います。 

ただ、そういったお子さんたちが安心し

て生活していく上で、１番重要なことにつ

きましては、地域がそういった障がいとい

う言い方は余り好きではないのですけれど

も、住み続けるためには、いわゆるノーマ

ライゼーションという理念を持った地域と

いうか、基盤というか、土台が１番重要だ

と思います。 

その上で、各種サービスですとか、在宅

サービスですとか、施設サービス、それら

をどういう形で整備していくかということ

が重要かと思っています。 

また、これら一行政機関だけでできるこ

とではなくて、地域という話をすれば、官

民協働での動きというのも当然必要になっ

てくるかと思います。 

誰が、どの程度で、どの範囲の支援をし

て、皆が人間らしく生活していくかという

ことをどういうふうに実践していくか、そ

の原点に立ち返った形で、今後検証を進め

ていきたいと思っているところですので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

〇５番（木村利昭君） 部長の答弁にもあ

りますように、何でもかんでもというとこ

ろは難しいというのも重々承知しておりま

す。 

やはり財源が課題になってくるというと

ころもあります。 

それも重々承知した上での質問なのです

けれども、現状、学校を卒業した後、美幌

町では受入れできる施設がないということ

で、泣く泣く美幌町を離れなければならな

いという方々がいるというお話を私も伺っ

ております。 

重度の障がいを持っていても、美幌町で

暮らしながら生活サポートを受けられる体

制が、私はある程度必要なのではないかと

考える中で、今、部長から順番が大切だと

いうところでお話もありました。 

そういった順番の部分だったりとか、美

幌町の現状把握の中で、こういったものを

今整えていかなければいけないとかが、も

しあれば教えてください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、障がいを持つ

子供たちや成人に達する人たちの居場所づ

くりということでの質問だと思っておりま

す。 

施設に留まる方、それから在宅という方

法があると思います。 

そういう支援については、私もこの頃い

ろいろ考える中でいけば、結構障がいの部

分、福祉に関しては、計画をいろいろつく

った中で、それに沿っての進め方イコール

それが支援につながるというか、要は支援

をしてもらえるというか、そういう流れに

なっていると思っております。 

ただ、私どもとしては、できるだけ地域

としてもしっかりと障がいを持った方々を

理解する反面、また、障がいを持っている

方々も自分たちがこういうことができるの

だというアピールというか、知ってもらう

ことも必要なのかと思っています。 

その中で、例えばグループホーム。 

従来は、人目のつかないようなところに

つくったりしているものを、今回は新町に

つくって、皆さんが見ていただけること。 

それから、通所施設というか、旧田畠医

院の施設を改修したことによって、皆さん

がここでこういう人たちが出入りして、駅

へ行って清掃をやったりとか、そういうこ

とも必要だねということは、お話をさせて

いただいたりはしております。 

私は、基本的には美幌に療育園が来たと

いう一つの町民の方々の思いとしては、健



 

－ 57 － 

常者も障がいを持った方も一緒に住める

町、やはりそれが当時の町民の思いだった

と思うのです。 

それをやはり継続する、それに対して行

政として何をやることが必要、それから、

民間の人がこういう応援をしてほしいとい

うようなことを具体的にしていかなければ

ならないのかなと思っています。 

今、その施設等の部分については、これ

をつくらなければいけないということはな

いのですけれども、よく言われるのは障が

いを持った人たちが働く場所、どうしても

清掃とか限られた部分が、一つの製造過程

のものに関わるとか、そういうものがあっ

たらいいなということはよく言われている

ところであります。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 私もぴぽろにお世

話になったりとか、本当に様々な面で、何

というか、壁という言葉が合っているか分

からないですが、そういうのを感じること

なく、それこそマルシェとかにもいつも来

ていただいたりとか、私がスタッフをやっ

ている時に関わったりというところもある

ので、ふだんからそういう壁を設けないと

いうところは、すごく大事だと思っており

ます。 

働き口の話とかももちろん大事だと思っ

ております。 

特に、重度でお仕事ができない、私も余

り障がいという言葉は好きではないのです

が、言っている表現の中で使わせていただ

きますけれども、重度の障がいを持ってい

る方が、やはりその在宅ということ、特に

まだお子さんでの重度の障がいということ

になると、両親が共働きしている中ではな

かなか難しいというところも出てきます

し、それだけで家庭の負担が増えてくると

かというところもあると思います。 

もちろん在宅での介助というのも、基本

は大事だと思います。 

ですが、やはりほかの施設でちょっと通

所して、日中の間ちょっと支援をしてもら

うとか、そういったところのサポートとい

うのも必要なのだろうと思います。 

そういったところで病院施設がなけれ

ば、例えば定住自立圏の関係で北見に中核

の部分で担ってもらうというところも出て

くるとは思うのですが、そうなると通所の

支援というところも出てくると思います。 

そういった重度の方がこれからも長く美

幌で住み続けていただく、そしてその御家

族にも暮らしやすさを感じてもらい、美幌

に住み続けていただくということが必要だ

と思うのですが、その辺りの支援に関して

はどうお考えでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） どこまでできるか

というのが非常に難しいところだと思いま

す。 

そして、一つの事例を挙げさせていただ

きますと、重度のお子さんがいらっしゃっ

て、私が教育長時代に施設に入られて、そ

こで生活したほうが成長していけますとい

う思いではあったのですね。 

でも、御両親がぜひ学校で学びたいと。 

それで１年生から６年生までそこで学ん

だと。 

私は感心したのは、施設に入るのもいい

のですけれど、その中で子供の変化、本当

に最初は何もできなかったことが、タブレ

ットを持ったことによってタブレットを触

れる。 

それから、その子がいることによる学校

での影響力。 

要は、子供たちにとってみれば、障がい

がある、なしとか余り関係ないというか、

同じ人という中でみんなが応援してくれ

る。 

そのことで、その子がすごい成長してい

ったということを考えるときに、私はもし

在宅でフォローできる体制がつくれるので

あれば、それも一つとして経験上大事とい
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うか、重要なことだと思います。 

ただ、残念ながら中学校に対しては、そ

こまで今の教育の中で受入れないで、結果

的には網走市にお願いして、そこまで送り

届ける部分については、いろいろ教育委員

会でも支援についても負担を軽減するとい

うことで支援を始めましたけれども、そう

いうことも含めて可能であれば、そういう

形はつくっていきたいという思いは自分の

経験上強く思っております。 

○５番（木村利昭君） ちょっと時間も迫

ってきましたので、今の町長の可能な限り

支援していきたいというその言葉を信じ

て、次にいきたいと思います。 

最後、美幌高校の魅力化支援についてと

いうところです。 

先ほどもちょっとお話しさせていただき

ましたが、大樹高校の取組を視察してきま

した。 

教育長が直接私たちにいろいろとどうい

う取組をされているかということでお話を

いただいて、もう本当に一つ、まず感心し

たのはすごい熱量でした。 

すごい思いを持って、ただ淡々と説明す

るのではなくて、すごい思いを込めて説明

いただいて、何かもうそれだけでこういう

ことだよなと感じたところが本当に率直な

感想であります。 

やはり三つ柱があるということで、おら

が高校という意識を持つこと、それと、間

口維持に関する思いを町全体で共有すると

いうこと、あとは魅力ある大樹高校という

ものをつくるというところで、この三つを

柱にしながらいろいろとやられているとい

うことでお話を伺いました。 

全部お話ししますと２時間ぐらいかかっ

てしまい、全然時間が足りなくなりますの

で、その中からいろいろとお話させていた

だきますが、まず、美幌町でいう高校の間

口対策協議会という同じような協議会が大

樹高校にもあるのですが、驚いたのがそこ

の所管部局が美幌町でいう商工観光と政策

なのです。教育委員会ではないのです。 

それはどうしてですかとお話をさせてい

ただくと、やはり地元で育った高校の子供

たちがこれから大人になっていく。これ

は、教育と経済は絶対切っても切れないの

だと。 

だから、教育としてとらえるのではなく

て、町の宝、経済、福祉、全てにおいての

宝であり、担い手なのだというところで取

り組むためにも、町長がそういう方針を示

されて、対策協議会の窓口を美幌町でいう

商工観光、政策グループのような部署が担

っているということでした。 

そういった中の会議はどのような雰囲気

なのですかとお話すると、今お話ししたよ

うに、やはり民間の方々も自分たちの会社

に卒業した子たちが来てくれるかもしれな

い、そういう子が来てくれて一生懸命頑張

ってくれることが、町の経済維持になるの

だということで、とても活発的な議論をさ

れていると。 

なので、先ほどの話にもなるのですが、

例えばこういうところどうしたらいいの

だ、通学補助を出そうとかではなく、地域

の人たちが直接関わって、いろいろなこと

を一緒にやるというところをすごい重要視

されているということでお話しされていま

した。 

それを、ただ高校にそういうのをやって

と丸投げするのではなくて、そういった地

域と高校をつなぐアドバイザーを置いてい

らっしゃる。 

その方というのが、民間で地域おこし協

力隊で来られた方だと。 

この方が地域の企業だったり、事業者だ

ったりと高校教育を結んでいると。 

地域コーディネーターという肩書でやら

れていらっしゃる方です。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

もはや４時近くになりましたが、あらか
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じめ会議時間の延長をいたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 一般質問 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） なので、そういっ

た全てをまねするということにはならない

のだとは思うのですが、先ほどもお話しま

したように、やはり１０人子供がいたら１

０人なりの進路があって、やりたいことに

気づけない子供たちもいる。 

その気づくタイミングが少しでも早けれ

ば、その子たちにとって花開くタイミング

も早くなったりということも出てくると思

います。 

やはり高校に丸投げということではなく

て、例えばそういった進路指導を中心にや

ってもらうような民間のアドバイザーの方

を置いて、進路指導のサポートとか、あと

企業との結びつきとか、高校１年生からも

っともっと先生とだけではなくて、そのア

ドバイザーの人とかを交えて進路指導、進

路の打合せをするとか、そういった対応と

かというのを町で。 

そこに、実際に興味のある業種の人たち

を呼んで来て一緒に話をするとか、そうい

った機会をつくったりとか、そういう方を

置くということができないのかと思ったの

ですが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 今の大樹町のお

話をいただいたところでございますが、実

は美幌町も美幌高校の振興対策協議会がご

ざいます。 

こちらは、ＪＡ、森林組合、会議所、そ

してさらには高校の同窓会、教育文化講演

会等、三つの団体がございますけれども、

ここの役員さん、非常に経済界でも活躍さ

れている方々でございます。 

会議の中でよく話があるのは、議員おっ

しゃるように、例えば卒業生が自分たちの

会社に就職してくれて、地元に残っていろ

いろな活動をすることでまた地域の活性化

になると。 

本当に人づくり、まちづくりの観点で議

論いただいております。 

この会議の中でも、そういったよその事

例とかも紹介しながら、さらに議論を深め

ていければと思っております。 

また、アドバイザーの関係でございます

が、令和４年度から取り組んでいる事業と

しまして、民間のアドバイザーの方を講演

会で活用していただいています。 

この方につきましては、長年町内で高校

教育に携わっていた方で、美幌高校でも校

長の経験もございます。 

さらに、そのあとは民間の教育研究機関

にもいらっしゃいました。 

今の美幌高校に、率直にどういったこと

が不足しているかだとか、どうしたら本当

に美幌高校のよさを発信できるか等々につ

いて、今年７回予定しております。 

学校の評議員会の中に参画していただい

たりだとか、独自のＰＲ活動も行っていく

予定でございます。 

これについては、当然教育委員会も一緒

になって、そういった協議の場に入って取

り組んでいきたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） そういったアドバ

イザーの方がいらっしゃるというのは、私

も承知しております。 

それで、私がお話しした中で、進路指導
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のサポートとか、企業との結びつきの部分

の支援というところでのアドバイザーとい

うことだったのですが、今、配置されてい

るアドバイザーの方もそういったことを取

り組んでいかれることというのもあるので

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） そうですね。 

生徒を募集するに当たって子供たち、そ

してさらには保護者の方がやはり１番関心

があるのは、出口の部分だということをお

聞きしております。 

そういったことから、進路の関係だと

か、あとさらにはこの３年間どう魅力的

に、有意義に過ごしていけるかということ

も含めて、協議、アドバイスをいただく形

になっております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） たしか昨年だった

と思うのですけれども、地域の企業の経営

者とか、活躍している方を呼んで、講演と

いうか中学校でもやっていると思うのです

が。 

コロナ前ですか、企業の方たちにその職

業の講話みたいなのを生徒の方々にやられ

たというようなお話を聞いたことがありま

す。 

そういったことももちろんすごいいいこ

とだと思いますし、何かただ話を聞くだけ

じゃなく、特別的にそういうふうにやるの

ではなくて、ふだんから感じられるよう

な。 

今、笑顔プロジェクトと一緒に高校生の

会社をつくって、すごいいい取組だと思っ

たのですが、ああいった取組に対して、も

っともっと地域の人たちが関わっていって

地域の会社を知るとか、企業の経営を知る

とか、そういったこととかを身につけられ

るようなプログラムとかを入れていけた

ら、美幌町ならではの、美幌高校ならでは

の教育みたいになって、それもまた魅力に

なっていくのではないかと思います。 

ほかにもいろいろと御紹介いただいた事

例があるのですが、大樹高校のお話の中で

もあったのが、中学校の先生方も、美幌町

でいえば美幌高校に進学させたいと思える

高校づくりが必要だとおっしゃっていまし

た。 

やはりほかの生徒の進路にもよるので、

全てが全て地元の高校を進めるわけではな

くて、その中でも地元の高校に行くことで

こういうことを勉強できるのだと言って、

そこの進路に、美幌町でいう美幌高校に進

学させてあげたいと思うような高校づくり

というのがすごい大事で、取り組んでいる

ということでおっしゃっていました。 

なので、中学校の先生とか、そういった

ところも巻き込んだ学校づくりについての

意見交換とか、そういった場というのも必

要なのだろうと思うのですが、そういった

機会というのは今どうなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 先ほどのアドバ

イザーは、早速中学校と連携しながら、Ｐ

Ｒしたいという思いであります。 

また、美幌高校、管内唯一の農業科を備

えております。 

普通科と農業科が併置校であるという強

みを生かしながら、魅力づくりに努めてい

きたいという思いでおります。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） たくさんの人を巻

き込んで、本当にいろいろな巻き込む人を

多くすることで、関わりを持つことで、そ

の関わった人たちがそれぞれの場所で美幌

高校のことを口にしてくれるということが

大事なのではないかと思いますし、大樹高

校の視察のときにもお話しされていまし

た。 

その中で、これはすごいいい取組だと思
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ったのが、美幌でもこれからコロナが終息

して、様々なイベントを行う機会が出てく

ると思うのですが、そういうときに高校生

を、美幌町でいう美幌高校の生徒を呼ん

で、イベントに参加している人たちの前に

立たせて、学校の取組とか、そういったこ

とを話す機会というのをかなり設けている

そうです。 

そうすることで、町民の皆さんに生徒が

どれだけ頑張っているか、どういう取組を

しているのかということを知ってもらうこ

とで、地域の人たちにも関わる機会を持つ

と。 

おっしゃっていたのは、高校に関わる大

人がいろいろなところに行ったときに、大

樹高校の話もされると。 

何かあるときの挨拶には大樹高校の話を

入れてお話しされる。 

こういったところで関わりを持つ、そし

て知ってもらう機会をつくるという機会を

多くする。 

それで、地域との関わりを増やしている

ということをおっしゃっていたのですが、

そういうことというのは、実際に美幌でも

今後できそうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 昨年から取り組

んでおります地域みらい留学。 

こちらのプロモーション動画が非常に美

幌の自然だとか、高校の素材を生かしたつ

くりになっておりますので、こういったこ

とを例えばスーパーマーケットだとか、町

内のイベント等で美幌高校が度々出ていま

すので、そういったところで活用できない

かという話は、高校ともしている状況でご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） やはり高校生が美

幌町の中で、何かこう自分たちも美幌町の

中で何かやっているというか、美幌町で活

躍しているというか、町民の人たちと関わ

る機会を持って、例えばそういうところで

プレゼンして人前に立つとか、町民の前に

立つ達成感とか、そういったところを感じ

てもらうというのもすごい大事なのかなと

思います。 

なので、なかなか授業のカリキュラムと

かの関係もあるので、難しい部分もあるか

と思うのですが、つくったすばらしい動

画、それを私も見たいなと思いますし、そ

れを流すというのもすごいことだと思うの

ですが、それだけじゃなくて、学生に来て

もらう、生徒に来てもらって、直接生徒が

町民の人たちと話すような、そういった機

会もつくる必要があるといいのかなと思い

ます。 

本当にどれだけ地域をもっと巻き込める

かというところが、これからの高校づくり

には大事なのだろうと。 

美幌高校の間口をなくさないようにして

くれとかといういろいろな声もあります

が、そういうふうにおっしゃられる町民の

皆さんをどんどん巻き込んで、言うだけで

終わらないで一緒にやろうよというところ

が必要なのだろうと思います。 

最後に、大樹の教育長から紹介された言

葉が、「どんな補助よりも学生が行ってよ

かったと言ってもらえる学校づくりが本当

に大切である」と。 

高校生たちが卒業した後に、町の人たち

に大事に育ててもらったという言葉を口に

するそうです。 

そういう思いを生徒たちに持ってもらえ

るような、本当に地域ぐるみで育てていく

という、一丸となってやっていくことが大

事だと思うのですが、最後にお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 本当に子供たち

にとってみたら、この地域で大事に育てて

もらったという思い、これが自己肯定感、

自己有用感にもつながって、ひいてはその

次の代にもつながっていければという思い
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でありますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） これで、５番木村

利昭さんの一般質問を終わります。 

以上で、本日の一般質問を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後 ４時１０分 散会   
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